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1 経営戦略の趣旨

1.1 経営戦略の⽬的
本市の上下⽔道事業は、⽔道においては低廉で安全な⽔道⽔を安定的に供給し、市⺠⽣活を⽀

える重要なライフラインとして、下⽔道においては⽣活環境の向上と公共⽤⽔域の⽔質保全に、
これまで重要な役割を果たしてきた。
しかし、近年の上下⽔道事業を取り巻く環境は厳しく、特に、⼈⼝減少や⽔需要の変化などに

伴う収⼊減の⼀⽅で、今後増加する⽼朽化施設等の更新や災害対策は急務となっている。
また、新型コロナウイルス感染症による新しい⽣活様式の広がりなど、変動の激しい社会情勢

においても、安定して上下⽔道事業を営み、市⺠に安全・安⼼な⽔道⽔を確実に供給し、衛⽣的
な都市環境を維持することは、上下⽔道事業の責務である。
本市は、事業経営に必要な財源を確保して経営の健全化を図り、将来にわたって安定的に事業

を継続していくために、平成 29年３⽉に、中⻑期的な視点に⽴った経営の基本計画である「豊
⽥市上下⽔道事業経営戦略」を策定した。

1.2 経営戦略の位置付け
本経営戦略は、上下⽔道事業の今後 10年間における経営の基本的な考え⽅や、投資・財政計

画を⽰したもので、既存計画等との整合は図表１-1のとおりである。
本経営戦略は、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26年８⽉ 29⽇付

総務省通知（総財公第 107号・総財営第 73号・総財準第 83号））で策定を要請された経営戦
略として位置付ける。

図表 1-1 本経営戦略の位置付け
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1.3 経営戦略の改定
平成 29年 3⽉に策定した豊⽥市上下⽔道事業経営戦略は、令和８年度末まで（10年間）を

計画期間としている。
⽔道事業においては、令和 4 年 3 ⽉に新・豊⽥市⽔道ビジョンを改定し、⽔道事業の基盤強

化のための投資計画が刷新された。その投資に必要な資⾦確保のため、財源である⽔道料⾦の⾒
直しを検討することとした。
こうした投資及び財源に関する⾒直し内容を反映し、⽔道事業の経営戦略を⼤幅に刷新し、令

和 5年 3⽉に経営戦略を改定した。
下⽔道事業においては、令和 7 年度に未普及解消アクションプランによる下⽔道の⾯整備が

完了し、「建設から維持の時代」へと移⾏する時期にある。また、国からは下⽔道事業の経費回
収率の向上が要請されており、下⽔道事業をめぐる状況は⼤きく変化している。
そこで、下⽔道事業についても投資及び財源に関する状況を検証し、令和 7 年 3 ⽉に経営戦

略を改定した。
経営戦略の改定にあたっては、「『経営戦略』の改定推進について」（令和４年１⽉ 25⽇付

総務省通知（総財公第 6号・総財営第 1号・総財準第 2号））に沿って改定を⾏うものとする。

1.4 経営戦略の対象及び計画期間
本経営戦略の対象は、本市の⽔道事業及び下⽔道事業とし、⽔道事業の計画期間は令和５年度

から令和 14年度までの 10 年間、下⽔道事業は令和 7 年度から令和 16年度までの 10 年間と
する。
図表 1-2 本経営戦略の計画期間

コラム：公営企業会計とは

地方公共団体が行うサービス活動は、基本的に税金を財源として、「一般会計」と呼ばれ

る枠組みで運営されています。一方で、水道事業や病院事業などのように、利用者が料金を

負担し、それによってサービス提供にかかる経費を賄うような行政サービスもあります。こ

のようなサービスは、「一般会計」とは別に、「特別会計」という枠組みで運用されていま

す。その特別会計のうち、民間の株式会社などと同じように、「発生主義」と「複式簿記」

を採用して経理するものが「公営企業会計」です。

公営企業会計を適用することにより、一般会計では把握のできないストック情報（財政の

状況）とフロー情報（経営の成績）の把握が可能となり、中長期的な経営計画の策定や、投

資の優先順位の検討、適切な料金水準の設定などに活用されます。人口減少や災害の激甚化

など、社会情勢の変化の大きい時代の中で、水道事業のような住民生活に必要不可欠なライ

フラインを安定的に運営していくためには、公営企業会計制度は必須であると言えます。
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2 ⽔道事業
2.1 事業概要
（1）事業の現状と⾒通し
ア 事業概要

本市の⽔道は、昭和 29年 3⽉に上⽔道創設事業計画施⾏認可を受け、昭和 30年 12⽉に⾼
橋⽔源送⽔場から旧挙⺟市の市街地へ給⽔したところから始まる。
その後、⽔道事業は本市における⾃動⾞産業の隆盛とともに、合併による市域の拡⼤と⼈⼝の

増加に⽐例して拡張事業が⾏われた。
また、平成 17年 4⽉ 1⽇には周辺 6町村との合併により、簡易⽔道事業等が 17事業存在す

ることとなったが、⼀市⼀⽔道を⽬指す国の施策により平成 19年に簡易⽔道事業統合計画書を
策定し、事業統合を進めた。その結果、平成 29年 4⽉ 1⽇に簡易⽔道事業を⽔道事業に統合す
ることで⼀連の事業統合は完了し、豊⽥市全体で⼀つの⽔道事業として運営している。
本市は愛知県内で最も広い⾯積を有し、⼈⼝も県内で 2 番⽬に多いことから、⽐較的⼤規模

な⽔道事業を営んでいる。本市の⽔道事業の特徴として、簡易⽔道事業の統合を進めてきたこと
により、⼩規模な浄⽔場や配⽔池などの施設数が⾮常に多いこと、また、旧簡易⽔道地域など市
域の約 70％は森林であり、⼭間地が市域の多くを占めていることなどが挙げられる。そのため、
有収⽔量密度（給⽔区域⾯積 1ｈａ当たりの年間有収⽔量）が低いといった課題もある。

イ 給⽔⼈⼝及び⽔需要

本市の給⽔の状況は図表 2-1のとおりである。現在の給⽔⼈⼝は 418，109⼈（令和 3年
度決算値）であり、給⽔⼈⼝は令和元年度決算値から減少に転じている。また、計画給⽔⼈⼝
は 430，000⼈である。
⽔需要を測ることのできる有収⽔量については、令和 3 年度は年間 44，795 千㎥であり、

給⽔⼈⼝の減少に伴い、今後更なる減少が予測される。
有収⽔量密度は、令和 3年度の全国平均値 1.31千㎥／ｈａに対して、⼭間地を給⽔区域に

含む本市の場合は、全国平均値よりも低い状況にある。

図表 2-1 豊⽥市⽔道事業の給⽔状況 （令和 4年 3⽉ 31⽇現在）

供⽤開始年⽉⽇ 昭和 30年 12⽉ 1⽇ 計画給⽔⼈⼝ 430，000⼈

法適（全部・財務）・

⾮適の区分
全部適⽤※1

現在給⽔⼈⼝ 418，109⼈

有収⽔量密度※2 0.789千㎥／ｈａ
※1 平成 29年 4⽉ 1⽇に簡易⽔道事業に地⽅公営企業法を適⽤し⽔道事業と統合した。
※2 有収⽔量密度は令和 3年度公営企業決算状況調査より算出した。
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今後の⾒通しについては、少⼦⾼齢化による⼈⼝減少に伴い、本市の将来の給⽔⼈⼝推計は
年々減少傾向になると予測され、令和 14年には 412，000⼈程度になると⾒込まれている。
それに伴い、有収⽔量も減少していくことが予測される（図表 2-2）。なお、平成 30年 3⽉
30⽇付で国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所が公表している本市の 5年ごとの⼈⼝推計から、毎
年の⼈⼝減少率を算出し、実際の⼈⼝に加味して将来給⽔⼈⼝を推計している。
また、有収⽔量は、⽣活⽤⽔量と⽣活⽤⽔量以外の合算値として算出している。⽣活⽤⽔量

は、給⽔⼈⼝の⾒通しに⽣活⽤原単位を乗じて算出し、⽣活⽤⽔量以外については、営業⽤⽔
量、⼯業⽤⽔量、その他⽤⽔量の合計に直近 5年の減少率を乗じて推計している。
今後 30 年〜40 年後にはさらに⼈⼝減少が予測されており、有収⽔量も減少していく⾒通

しである。
図表 2-2 給⽔⼈⼝と有収⽔量の実績と⾒通し

コラム：経営戦略とは

公営企業における「経営戦略」とは、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続する

ための中長期的な経営の基本計画です。「経営戦略」策定に当たっては、「投資・財政計

画」を中心に、施設・整備に関する投資の見通しである「投資試算」と、財源の見通しであ

る「財源試算」から構成され、投資以外の経費も含め、収入と支出が均衡するように調整し

ていくことが必要です。

利用者からの料金収入で運営されている公営企業ですが、全国の公営企業のうち 11.7%

（令和 3 年度時点） が赤字経営となっています。少子高齢化が進むわが国では、将来の事

業財源である料金収入の減少が懸念されています。さらに、水道事業などのように、大規模

な施設や管路を必要とする事業においては、保有する資産の老朽化に伴い、これらを維持・

更新していくための費用がさらに必要となることが想定されます。

このような厳しい見通しの中で、現状の経営を的確に把握し、事業を持続可能なものとす

るために、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、適宜見直しを図ってい

くことが必要です。
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ウ 料⾦収⼊

図表 2-4 に本市の⽔道料⾦体系を⽰す。本市の⽔道料⾦体系は、⼝径別の基本料⾦と逓増
型の従量料⾦を採⽤している。平成 10年度に現⾏の料⾦体系となって以降は、消費増税に伴
う変更以外、料⾦は据え置かれている。
また、図表 2-5に⽰すとおり、給⽔収益（料⾦収⼊）は 2006年（平成 18年）頃をピーク

に、減少傾向である。
図表 2-4 現⾏料⾦体系表【令和 4年度時点】

図表 2-5 給⽔収益（料⾦収⼊）の推移

【出典】新・豊⽥市⽔道ビジョン【改訂版】Ｐ20
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図表 2-6 に⽔道料⾦収⼊の実績と⾒通しを⽰す。令和 3 年度までは⽔道料⾦収⼊の実績値
を⽰し、令和 4年度以降は推計値である。
推計値は、家庭⽤、営業⽤、⼯場⽤、その他⽤の有収⽔量推計値にそれぞれの給⽔単価を乗

じて算出している。⼈⼝減少や⽣活様式の変化により、有収⽔量が減少し料⾦収⼊も減少して
いく⼀⽅で、⽼朽化施設の更新や耐震化の投資が必要な施設は多く存在するため、収⽀均衡を
維持することが困難となり、現⾏の料⾦体系を維持した場合、将来的には経常的な純損失が発
⽣するおそれがあり、内部留保資⾦が底をつく可能性がある。（図表 2-7）
また、昨今の社会情勢の急激な変化により、燃料代や電気代が⾼騰し、⽔道施設の運転にか

かる費⽤も上昇傾向であることから、さらに収⽀が悪化するおそれもある。
そのため、経費の削減や投資の効率化だけではなく、収⽀均衡を図るためには⽔道料⾦を今

後⾒直す必要がある。
図表 2-6 料⾦収⼊の実績と⾒通し

※令和 2年度の料⾦収⼊が⼤きく落ち込んでいるのは、新型コロナウイルス感染症の拡⼤に配慮し、基本料⾦の減免を⾏ったためである。

図表 2-7 内部留保資⾦の実績と⾒通し

※
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エ 施設

（ア）現状

本市の施設の状況は、図表 2-8 のとおりである。⽣活⽤⽔として県営⽔道から受⽔する⽔
が、総配⽔量の約 8 割を占めている。残り約 2割は、地下⽔、表流⽔やダム等の本市にある
⽔源（⾃⼰⽔）を利⽤している。施設数は、旧簡易⽔道地域において⼩規模な浄⽔場や配⽔池
が多く設置されており、本市の特徴を表している。

図表 2-8 豊⽥市⽔道事業の施設状況 （令和 4年 3⽉ 31⽇現在）

県⽔受⽔・

⾃⼰⽔割合
県⽔受⽔（77％）・⾃⼰⽔（23％）

施設数
浄⽔場設置数 34箇所

管路延⻑
3，675.29 ｋ

ｍ配⽔池設置数 307箇所

施設能⼒ 195，695㎥／⽇ 施設利⽤率 69.9 ％

管路は法定耐⽤年数を超過したものが年々増加しており、令和 3 年度末時点では、法定耐
⽤年数を超過した管路は約 546ｋｍ（全体の約 14.9％）となっている。
施設では、県から受⽔している配⽔池など基幹施設で竣⼯後 40 年を経過したものもあり、

全体的に⽼朽化が進んでいる。また、配⽔ポンプなど機械・電気設備は、故障した場合の周辺
地域への影響が⼤きいため、計画的な更新や改修などの予防保全を進める必要がある。

管路・施設を法定耐⽤年数に基づいて更新すると、毎年約 94 億円の投資が必要となるが、
⽔道ストックマネジメント計画では、本市のこれまでの管路・施設管理で得られた知⾒や他都
市事例を参考に、⽬標耐⽤年数を設定し、管路・施設の更新を実施することとした。更新周期
の延⻑を図りながら更新費⽤の平準化を⾏った結果、管路・施設への年平均の投資額は 40年
平均で、約 36億円程度を要すると⾒込んでいる。（図表 2-9）
図表 2-9 管路・施設の更新需要の⾒通し

【出典】⽔道ストックマネジメント計画（概要版）
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オ 組織

組織体制

平成 23年 4⽉の下⽔道事業の地⽅公営企業法の全部適⽤に合わせ、組織体制と事務分掌の
⾒直しを⾏った。⽔道事業と下⽔道事業に共通する総務、契約、財務・経理等の業務を⾏うた
め、上下⽔道共通の課として、（上下⽔）総務課、経営管理課、（上下⽔）企画課、料⾦課を
設置し、効率的な事務の執⾏が可能な組織体制となった。（図表 2-10）
また、⽔道の料⾦、使⽤開始・中⽌の受付、検針業務や給⽔装置⼯事、排⽔設備の承認に関

する業務については料⾦課が⼀括して担うなど、ワンストップサービスの取組を⾏っている。

図表 2-10 豊⽥市上下⽔道局組織体制（令和 4年 4⽉ 1⽇現在）
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⽔道事業の職員数

簡易⽔道事業経営統合前の平成 28 年度時点では 128 名の⽔道事業関連の職員がいたが、
令和 4年度時点では管理者を含めて 120名と約 6％減少している。（図表 2-11）
その規模に対しては、安全で安⼼な⽔道⽔を供給することを前提に、継続した経営の健全化

の取組として、効率的な組織体制への⾒直しや定員の適正化に努めている。

図表 2-11 豊⽥市上下⽔道事業の職員数の年度別推移

⽔道事業職員の⼈員構成

⽔道事業の職員の平均年齢は約 47 歳である。事務職員の割合は全体の 23.3％で、技術職
が 46.7％、技能労務職が 30％となっている。事務職員は各年齢層に⽐較的均等に職員が配置
されているが、専⾨的な知識や⻑期的な経験が必要な技術職や技能労務職において、50歳以
上の職員数が多くなっている。
図表 2-12 ⽔道事業の職員の職種別年齢構成 （令和 4年 4⽉ 1⽇現在（⼈、％））

区分 事務職 技術職 技能労務職 合計

職員数 構成⽐ 職員数 構成⽐ 職員数 構成⽐ 職員数 構成⽐

〜24歳 2 1.7 1 0.8 0 0.0 3 2.5
25 〜 29 5 4.2 3 2.5 0 0.0 8 6.7
30 〜 34 2 1.7 5 4.2 0 0.0 7 5.8
35 〜 39 2 1.7 8 6.7 1 0.8 11 9.2
40 〜 44 2 1.7 9 7.5 3 2.5 14 11.7
45 〜 49 2 1.7 9 7.5 8 6.7 19 15.8
50 〜 54 6 5.0 9 7.5 7 5.8 22 18.3
55 〜 59 4 3.3 7 5.8 10 8.3 21 17.5
60歳〜 3 2.5 5 4.2 7 5.8 15 12.5
合計 28 23.3 56 46.7 36 30.0 120 100.0

平均年齢 43.50歳 45.43歳 52.72歳 47.17歳
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⽔道事業の職員のほぼ半数を占める 58 ⼈が 50歳以上である。特に、技術職の総数 56 名
のうち 38％にあたる 21名、ならびに技能労務職の総数 36名のうち 67％にあたる 24名が
50歳以上である。熟練技術者の退職による専⾨的技術の喪失だけでなく、緊急時の対応⼒の
低下が懸念されるため、技術の継承や⼈材育成に努めていく必要がある。

（2）これまでの主な経営健全化の取組
これまでに、⽔道事業の経営健全化に向けて様々な取組を⾏ってきた。そのうち、主要なもの

を以下に挙げる。
 施設統廃合による将来の更新費⽤の削減
 耐久性の⾼い⽔道管の採⽤による維持管理費や将来の更新費⽤の削減
 ⺠間を活⽤した料⾦収⼊及び検針業務の包括的委託
 ＡＩ劣化予測診断ツール及び衛星画像のＡＩ解析による、漏⽔調査や管路更新の効率

化

図表 2-13 衛星画像のＡＩ解析による漏⽔調査の効率化

（3）経営の現状分析
経営戦略を策定する上では、経営の現状や課題を的確に把握することが必要である。「投資」

と「財源」の両⾯において、現状と課題を把握するため、投資に関する指標と財務安全性を⽰す
指標を⽤いて、経営状況を評価する。
⽐較する類似団体については総務省の経営⽐較分析表の類似団体平均に加えて、⽔源の種類

や有収⽔量密度、施設数などの状況が本市に近い団体を抽出した。類似団体と⽐較することで、
客観的に本市の経営状況を把握し、経営課題を測る指標とする。
なお、他団体⽐較に当たっては、現状分析実施時点で⼊⼿し得る最新情報として、令和 3年度

決算数値を基に⽐較を⾏っている。

2 漏⽔検知プロセス
1 本市における調査範囲（⾚線が⽔道管路）

・調査⾯積︓総延⻑ 918.32㎢のうち 660㎢（71.8％）

・調査区域管延⻑︓総延⻑ 3,663kmのうち 2,217km（60.5％）
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ア ⽐較団体

豊橋市、前橋市、倉敷市、岡崎市、いわき市、⾼崎市、富⼭市及び姫路市の 8つの団体を類
似する⽐較対象とした。

図表 2-14 ⽐較団体⼀覧

【出典】令和 3年度地⽅公営企業決算状況調査を基に作成
⽐較団体は、運営環境が総務省類似区分Ａ1団体（給⽔⼈⼝ 30万⼈以上）のうち、①主要

な⽔源が受⽔であること、②有収⽔量密度が 2 千ｍ3／ｈａ以下であること、③浄⽔場が 10
箇所以上あること、④配⽔池が 100池以上あること、の観点を総合的に評価して選定した。

また、⽐較団体とは別に参考団体として、総務省類似区分は異なるが、複数の簡易⽔道を経
営統合したという点で類似する運営環境である⿃取市、松阪市、⼀関市及び関市の 4 市につ
いても平均値をとり、本市の経営状況の参考とした。

図表 2-15 参考団体⼀覧

【出典】令和 3年度地⽅公営企業決算状況調査を基に作成
なお、総務省類似区分の団体と各種経営指標の⽐較を⾏った、「経営⽐較分析表」について

は、【参考】経営⽐較分析表（経営の健全性・効率性）及び（⽼朽化の状況）に添付している。
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イ 経営指標⽐較

図表 2-16 に⽰す経営指標⽐較の数値は、⽐較 8 団体の平均値を基にした偏差値を⽰して
いる。緑⾊の破線が偏差値 50、すなわち平均値を表し、それと⽐較した本市の偏差値を⾚⾊
の実線で⽰している。平均値から外側に位置する指標は、平均値より偏差値が⾼く、⽐較団体
の平均値より良好であることを⽰す。
図中①〜③は、投資に関する指標であり、④〜⑥は、財務の安全性に関する指標である。

本市の各指標における特徴は下記のとおりとなっている。
 類似団体と⽐べて②管路更新率や③-2管路経年化率の偏差値は⾼い⽔準である
【主な要因】⽼朽化対策として順次管路の更新を⾏っている。

 収益性を⽰す④料⾦回収率は類似団体より低⽔準であることから、低い収益体質である
といえる

【主な要因】本市は市域が広く、そのうち⼭間地が多くを占める地形的要因により保有施設
数が多く、減価償却費が⾼くなり、収益に対して原価が⾼い。特に、簡易⽔道
事業を⽔道事業へ経営統合した影響で施設数が増えたため、減価償却費が⾼い。

図表 2-16 経営指標⽐較

①-1〜③-２の詳細は「ウ 投資に関する指標」を参照

④〜⑥-２の詳細は「エ 財務安全性に関する指標」を参照
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ウ 投資に関する指標

①-1. 有収率（図表 2-17）

【出典】公営企業決算状況調査（総務省）令和 3年度

（算定式）
年間総有収⽔量÷年間総配⽔量×100

（指標の説明）
年間の総配⽔量のうち、料⾦収⼊につながる有収⽔量の総量の割合であり、値が

⾼いほど、料⾦収⼊につながる配⽔が多いことを⽰す。
（考察）
本市の有収率は 89.7％であり、⽐較団体の平均をやや下回っている。
本市においては、⼭間地となる旧簡易⽔道地域の⽔質保持等のため、管末放⽔が

多く、かつ漏⽔箇所が多いことから、有収率が低い傾向にあると考えられる。よって
経年化した管路の布設替えなどの漏⽔対策など、有収率を維持・向上させる取組が
求められる。
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①-2. 施設利⽤率（図表 2-18）

【出典】公営企業決算状況調査（総務省）令和 3年度

（算定式）
1⽇平均配⽔量÷配⽔能⼒×100

（指標の説明）
1⽇配⽔能⼒に対する 1⽇平均配⽔量の割合であり、施設の利⽤状況や適正規模を
判断する指標であり、値が⾼いほど施設が稼働していることを⽰す。ただし、緊急
時への対応が可能となるよう 100％に満たない値であることが望ましい。
（考察）
本市の施設利⽤率は 69.9％であり、⽐較団体の平均をやや上回っている。施設利

⽤率が低すぎる場合は、施設の統廃合により効率化が求められる⼀⽅、施設利⽤率が
⾼すぎる場合は、メンテナンス時や緊急時のバックアップ体制が脆弱となる。
その点、本市の施設整備⽔準は⽐較団体平均から⼤きく乖離していない。
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②管路更新率（図表 2-19）

【出典】公営企業決算状況調査（総務省）令和 3年度

（算定式）
当該年度に更新した管路延⻑÷管路延⻑×100

（指標の説明）
当該年度に更新した管路延⻑の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把

握できる。
（考察）
本市の管路更新率は 0.94％であり、⽐較団体の平均を上回っている。
管路更新は「③-2.管路経年化率」の状況を踏まえて検討する必要があるが、今後、

毎年度同じ管路更新率である場合、本市の有する⽔道管を全て更新するには、⾮常に
⻑期間にわたることから、更新ペースを速めていくことが肝要である。
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③-1. 有形固定資産減価償却率（図表 2-20）

【出典】公営企業決算状況調査（総務省）令和 3年度

（算定式）
有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100

（指標の説明）
有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標

で、資産の⽼朽化度合を⽰している。
（考察）
本市の有形固定資産減価償却率は 47.2％であり、⽐較団体平均値を下回っている。

有形固定資産減価償却率が⾼い場合は、短期的に更新投資が必要となることから、計
画的に更新投資を⾏うことが求められる。他団体に⽐べ本市の⽼朽化は進んでいな
いが、今後計画的な更新が必要と考えられる。
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③-2. 管路経年化率（図表 2-21）

【出典】公営企業決算状況調査（総務省）令和 3年度

（算定式）
法定耐⽤年数を経過した管路延⻑÷管路総延⻑×100

（指標の説明）
法定耐⽤年数を超えた管路延⻑の割合を表す指標で、管路の⽼朽化度合いを⽰して

いる。
（考察）
本市の管路経年化率は 14.9％であり、⽐較団体の中で最も低く、⽐較団体に⽐べて

良好であり、経年化管路の更新を順次⾏っているといえる。
本市の管路総延⻑が 3，675ｋｍと、⽐較団体の中でも突出して⻑いことを考慮する

と、簡易⽔道事業統合により更新対象となった管路や、市域の拡⼤に合わせて整備して
きた管路が、耐⽤年数を今後迎えていく際には、更新⼯事負担は他団体より⼤きくなる
⾒込みであり、引き続き計画的な管路更新が必要と考えられる。

＜参考＞
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エ 財務安全性に関する指標

④料⾦回収率（図表 2-22）

【出典】公営企業決算状況調査（総務省）令和 3年度

（算定式）
供給単価÷給⽔原価×100

（指標の説明）
給⽔に係る費⽤が、どの程度給⽔収益で賄えているかを表した指標であり、料⾦⽔

準等を評価することが可能である。100％を下回っている場合は、料⾦で費⽤が賄え
ていないことを⽰す。
（考察）
本市の料⾦回収率は 95.2％（令和 3年度供給単価 184.5円、給⽔原価 193.7円）

であり、⽐較団体の中で岡崎市と並んで最も低く、料⾦で費⽤を回収する基準である
100％を下回っている。
本市には、⼭間地となる旧簡易⽔道地域が広く存在することで、施設数が多く減価

償却費割合が⾼い。さらに、⽐較団体に⽐べて有収⽔量密度も低く、給⽔コストが割
⾼になることが要因と考えられる。
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⑤事業収益対資⾦⽐率（図表 2-23）

【出典】公営企業決算状況調査（総務省）令和 3年度

（算定式）
（投資＋現⾦預⾦＋短期有価証券）÷事業収益×100
（指標の説明）
事業収益に占める、投資、現⾦、短期有価証券の割合を表す指標であり、どの程度

資⾦を確保できているかを⽰す。
（考察）
本市の事業収益対資⾦⽐率は 137.7％であり、⽐較団体平均値と⽐べて⾼い。⽐較

団体の中でも 1位の岡崎市に次いで 2番⽬に⾼く、年間の事業収益の約 1.4倍の資
⾦を有していることになる。
今後必要となる更新投資の資⾦の確保と、通常の運転資⾦の維持を踏まえた資⾦

確保が求められる。
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⑥-1. 企業債残⾼対給⽔収益⽐率（図表 2-24）

【出典】公営企業決算状況調査（総務省）令和 3年度

（算定式）
企業債÷給⽔収益（＝供給単価×年間総有収⽔量）×100

（指標の説明）
給⽔収益に対する企業債残⾼の割合であり、企業債残⾼の規模を表す指標である。

（考察）
本市の企業債残⾼対給⽔収益⽐率は 140.8％であり、⽐較団体平均値より低くなっ

ている。企業債の返済負担が過度なものとならないように、今後の発⾏額を検討する
ことが必要となる。
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⑥-2. 1⼈当たり企業債残⾼（図表 2-25）

【出典】公営企業決算状況調査（総務省）令和 3年度

（算定式）
企業債現在⾼合計÷現在給⽔⼈⼝

（指標の説明）
現在給⽔⼈⼝ 1⼈当たりの企業債残⾼を⽰す指標である。

（考察）
本市の 1⼈当たり企業債残⾼は約 28千円であり、⽐較団体平均値を下回っている。

コラム：給水原価・供給単価とは

給水原価とは、1 ㎥の水道水を利用者に届けるために必要な費用を表したものです。水を

浄化するための施設の電気代や薬品代、人件費だけではなく、建設済みの管路や施設などの

減価償却費なども含めた経常費用から、受託工事費（公営企業内部での設計委託などの資金

のやり取り）などを除いた金額を、有収水量で割って求めたものです。

供給単価とは、1 ㎥の水道水を何円で利用してもらっているかを表したものです。水道料

金収入の総額を、有収水量の総量で割って求めたものです。

給水原価と供給単価は、商品売買などに例えれば、仕入れ値（＝給水原価）と売値（＝供

給単価）の関係にあり、給水原価が供給単価より安い場合は、一般会計からの補塡など水道

料金以外の収入に頼らざるを得ない状況となっており、経営状況として好ましくありませ

ん。その場合は、給水原価の低減のため水道事業の効率化を図り、一方で、供給単価の向上

のため、水道料金を改定し適切な料金水準とすることが必要となります。
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（4）現状分析のまとめと課題
本節 2.1（事業概要）で明らかになった本市の⽔道事業の課題や特徴について以下のとおり整

理する。

ア ⽔需要の減少による⽔道料⾦収⼊の減少が⾒込まれる

全体として給⽔⼈⼝及び有収⽔量が減少傾向にあるため、⽔道料⾦収⼊は今後も減少して
いく⾒込みである。

イ 収益性に関する指標は類似団体より低⽔準であるため、低い収益体質である

料⾦回収率の指標から分かるように、収益性に関する指標は⽐較団体より低⽔準であるこ
とから、低い収益体質であるといえる。
この主な要因は、本市は市域が広く⼭間地が多くを占める地理的要因により保有施設数が

多いこと、及び減価償却費が⾼いことにより収益に対する原価割合が⾼いことだと考えられ
る。

ウ 費⽤に対し給⽔収益が不⾜する部分を補塡すべく、基準外繰⼊が多い

費⽤に対し給⽔収益が不⾜する部分を補塡すべく、基準外繰⼊が多くなっている。主な要因
は、簡易⽔道事業を⽔道事業へ経営統合したことによる影響である。

エ 類似団体と⽐べて施設効率は⽐較的良好である

有収率と施設利⽤率が⽐較団体平均とほぼ同値であるため、施設効率は⽐較的良好である
と判断できる。⼀⽅で、市域が広く、更新対象となる資産が多数存在するため、計画的な施設
更新が必要である。

また、新・豊⽥市⽔道ビジョン【改訂版】では、投資に⼤きく影響する事項として、以下 2
点を挙げている。

オ ⽼朽化施設の更新需要が増加する

カ ⼤規模地震に備えた⽔道施設の耐震化が求められている
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2.2 経営の基本⽅針
（1）基本理念
地⽅公営企業は地域の住⺠サービスを担う企業であり、経済性の発揮と公共の福祉の増進が

求められる。⽔道事業の運営にあたっては、このことを念頭に置き、新・豊⽥市⽔道ビジョン【改
訂版】の基本理念である「いつでも たよれる ライフライン ⽔道」の実現に向けて、施策の
実施のための財源を確保するとともに、経営の効率化や健全化を図り、安定した経営に取り組む。

（2）経営⽅針
本経営戦略策定期間の経営⽅針は以下のとおりである。

① ⽼朽化対策の推進

⽼朽化した施設や管路が年々増加していく中で、⽔道ストックマネジメント計画に基づき、
将来の⽔需要を⾒据えた施設規模の最適化を図り、安全性と経済性を勘案した効果的な施設
更新を推進する。

② 災害に強いライフライン

南海トラフ地震をはじめとする地震災害時においても⽔道⽔を提供できるよう、新⽔道耐
震化プランに基づき、⽔道施設の耐震対策と応急給⽔施設の整備などの応急対策の両輪で地
震対策を推進していく。また、地震だけではなく、近年頻発する豪⾬災害等への対策として、
施設の耐⽔化などにも取り組んでいく。

③ 持続する⽔道事業

愛知県や近隣事業体と連携した広域化、⽔質に適した処理⽅法の検討、デジタル化・ＡＩの
導⼊推進や⺠間活⽤の取組など、より効果的・効率的な事業経営や安全でおいしい⽔づくりに
向けた事業を検討する。また、物理的資産である⽔道施設の維持管理の最適化や統廃合に加え、
⼈的資産である組織⼒の強化やノウハウの共有、技術の継承などのアセットマネジメントを
推進する。

④ ⽔道経営の健全化

将来の⼈⼝減少により、料⾦収⼊の減少が予測される中、持続可能な財政基盤を確⽴し、経
営基盤の強化を⽬指し、効率的な事業運営に努めるとともに安定的な料⾦収⼊の確保を図る。
⼀⽅で、収⽀均衡となるよう⽔道料⾦改定を⾏うほか、料⾦回収率など経営指標の改善を⽬指
す。
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2.3 投資・財政計画（財政収⽀計画）
（1）投資・財政計画（財政収⽀計画）
財政収⽀計画は、（4）⽔道事業の収益的収⽀・資本的収⽀の計画のとおりで、令和 5 年度、

9 年度、13 年度に料⾦改定を予定するものである。改定率は、計画期間内において純利益が確
保できる値とする。
内部留保資⾦は計画期間内で半減するも、事業運営に必要な最低運転資⾦を下回らない適正

⽔準を維持するよう計画している。（図表 2-27）
上記により、計画期間内に当期純利益の維持、内部留保資⾦残⾼の適正⽔準を維持できる⾒通

しである。
図表 2-26 当期純利益と内部留保資⾦残⾼の実績と⾒通し（料⾦改定前）

図表 2-27 当期純利益と内部留保資⾦残⾼の実績と⾒通し（料⾦改定後）

（2）⽔道料⾦の改定
本市では、令和 4 年度に豊⽥市上下⽔道事業審議会を開催し、適正な⽔道料⾦のあり⽅につ

いて審議された。結果として、料⾦算定期間は令和 5年度から令和 8年度までの 4年間、平均
改定率 5.5％の増額であり、基本料⾦は⼀律 16％の増額、従量料⾦は⼀律 5円の増額改定をす
ることとの答申を受けている。



25

 図表 2-28 新料⾦体系表（答申）

予定している料⾦改定を⾏った場合の⽔道料⾦収⼊の⾒通しを⽰す。（図表 2-29）
令和 3 年度までは⽔道料⾦収⼊の実績値を⽰し、令和 4 年度以降は、⻘い破線が現料⾦体系

を維持した場合の⽔道料⾦収⼊の⾒通し、実線が料⾦改定を⾏った場合の⽔道料⾦収⼊の⾒通
しを⽰している。⽔道料⾦収⼊の⾒通しは、家庭⽤、営業⽤、⼯場⽤、その他の有収⽔量推計値
に、給⽔単価を乗じて算出している。

図表 2-29 ⽔道料⾦収⼊の実績と⾒通し

※令和 2年度の料⾦収⼊が⼤きく落ち込んでいるのは、新型コロナウイルス感染症の拡⼤に配慮し、基本料⾦の減免を⾏ったためである。

※
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（3）投資・財政計画（財政収⽀計画）の説明
①収⽀計画のうち投資についての説明

取組

【⽼朽化更新・耐震化への投資】
経営⽅針に掲げた「⽼朽化対策の推進」と「災害に強いライフライン」

を実現するため、効率的な管路更新や耐震化に計画的な投資を⾏う。
管路・施設の最適な更新周期を設定し安全性と経済性を勘案した効果

的な更新投資の推進、南海トラフ地震及び東南海地震等の災害時におい
て安定した給⽔が継続できるような耐震化事業の推進を重点的な取組
とする。

主な投資の
内容

【⽼朽化対策】
⽼朽化対策については、リスク評価等による優先順位を付け、維持管

理の最適化を図る。更新の⽬安として、本市独⾃の⽬標耐⽤年数を設定
し、投資⾦額を平準化しながら管路及び施設の更新を図る。⽬標耐⽤年
数に基づいて管路・施設を更新した場合、今後 40年間に発⽣する管路
及び施設の更新需要額は約 1，435億円（平成 30年末時点）である。
主な⽼朽化対策事業
・経年管整備事業
・施設の⽼朽化対策事業

【耐震対策】
耐震対策については、全ての管路や施設を耐震化するには多⼤なコス

トと期間を要するため、令和 2年度に策定した新⽔道耐震化プランでは
対策の優先順位を設定し、重要給⽔施設への管路、主要な基幹管路、医
療機関等を受け持つ施設等の耐震化を優先して推進することとなった。
また、南海トラフ等の⼤規模地震発⽣時を想定し、応急給⽔施設の充実
を図る。
主な耐震化事業
・重要給⽔施設管路の耐震化
・主要な基幹管路の耐震化
・施設の耐震化

これらの投資に対し、実施計画に沿って、年 50〜60億円規模の投資
を⾏い、計画的な更新を⾏うことで、⽼朽化及び耐震対策を着実に実施
していく。
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②収⽀計画のうち財源についての説明

取組

【財政収⽀計画の策定】
財政収⽀計画を策定するにあたっては、当期純利益の確保と内部留保
資⾦残⾼の適切な⽔準を維持するため、⽔需要の動向を踏まえつつ、公
益社団法⼈⽇本⽔道協会が発⾏する『⽔道料⾦改定業務の⼿引き』に基
づき複数の料⾦収⼊を推計した。
これを財源に、事業計画を踏まえて投資を⾒込み、財政収⽀計画を策定
した（詳細は 29〜30ページ（4）の表のとおり）。
料⾦回収率については、計画値以上を維持する経営を⽬指し、財政収⽀
計画により算定される料⾦回収率を⽬標とする。

図表 2-30 料⾦回収率の⽬標（財政収⽀計画より）

令和 5年度 令和 9年度 令和 13年度

92.9％ 94.8％ 91.5％

なお、平成 17年度の市町村合併で市域が広がり、平成 29年度にかけ
て全ての簡易⽔道事業を⽔道事業へ経営統合したが、旧簡易⽔道事業地
区は⼈⼝密度が⼩さい⼭間地であり、要する経費に⽐べて給⽔収益が少
ないという特性があるため、厳しい収⽀状況となっている。

今後の⽔需要の減少に伴う給⽔収益の減少が⾒込まれる⼀⽅、⽼朽化・
耐震化や更新投資による減価償却費・修繕費等の費⽤増加も⾒込まれる。

合併に起因した経営統合に関しては、⽔道事業会計の収⽀の健全化に
影響を及ぼし、また、統合前の受益と負担に基づき成⽴していた利⽤者
の負担の公平性に関しても、その前提が⼤きく変動した側⾯もある。経
営統合による収⽀不⾜については、⼀般会計からの繰⼊⾦で補塡するこ
とが妥当であると考えている。

財源の積算
の考え⽅

給⽔収益︓有収⽔量の推計値に家庭⽤、営業⽤、⼯場⽤、その他⽤のそ
れぞれの給⽔単価を乗じて算出

企 業 債︓企業債残⾼が令和 4年度決算⾒込より増加しないよう、
⼀定額（8億円）計上

繰 ⼊ ⾦︓統合した簡易⽔道事業について総務省繰出基準に基づく元
利償還⾦分及び繰出基準外の収⽀不⾜に係る補塡等の補助
⾦を想定
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③収⽀計画のうち投資以外の経費についての説明

投資以外の経費については、本市⽔道事業の現状を鑑み、以下の⽅針に沿って積算した。

職員⼈件費
令和 4 年度決算⾒込に、毎年度 1％の昇給を⾒込んで推移すると
仮定

委託料
今後、⼤きな新規委託業務を予定しておらず、令和 4 年度決算⾒
込と同⽔準で⼀定で推移すると仮定

動⼒費
燃料代等の⾼騰について、今後の増減は不透明であるため、令和 4
年度の⾼騰（ピーク）時期と同様の⽔準を想定し、保守的に試算

受⽔費・修繕費・
材料費・薬品費

今後、⼤きな変更を予定しておらず、令和 4 年度決算⾒込と同⽔
準で⼀定で推移すると仮定

減価償却費
令和 3 年度までの既得資産の減価償却費を施設の取得年、種別や
法定耐⽤年数により推計。これに令和 4 年度以降に取得する資産
の減価償却費を推計して合算

資産減耗費
毎年度の⽔道整備費に対し，過去 3 年間（平成 30 年度〜令和 2
年度）の資産減耗⽐率（資産減耗費÷⽔道整備費）実績である 6.9％
を乗じて算出

その他営業費⽤
今後、⼤きなその他営業費⽤を予定しておらず、令和 4 年度決算
⾒込と同⽔準で⼀定で推移すると仮定

営業外費⽤
（⽀払利息等）

これまでの企業債に係る⽀払利息は令和 3 年までの借⼊分を算出
の上、令和 3年度の利率が継続する前提で令和 4年度以降の新た
な起債による増加分を合算

企業債償還⾦
これまでの企業債は令和 3 年までの企業債償還⾦を算出の上、償
還期間 15 年として令和 4 年度以降の新たな起債による増加分を
合算
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（4）⽔道事業の収益的収⽀・資本的収⽀の計画
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2.4 投資・財政計画（収⽀計画）に未反映の取組や今後検討予定の
取組の概要

投資・財政計画（収⽀計画）には未反映だが、継続して検討している⼜は今後検討を進める取
組は、戦略的に必要である。以下に想定される取組を⽰す。

（1）⺠間活⼒の活⽤等
これまでは、⾮営利で安定した事業が可能な（⼀財）豊⽥市⽔道サービス協会の体制強化と活

⽤により、市⺠サービスの持続的向上を図ってきた。
更なる⽔道事業への⺠間活⼒の活⽤については、⽔道⽔の安全確保、危機管理体制の維持、技

術の継承の観点も⼗分に考慮した上で、引き続き調査研究を⾏う。
⽔道施設の更新等については、設計・施⼯⼀括発注等の⽅式による職員削減、コスト縮減及び

着実な更新実施を⽬指したＰＰＰ導⼊の検討など、⺠間活⼒を活⽤した効率的な⽔運⽤を模索
する。

（2）広域化や施設の統廃合・合理化
（広域化）
県広域調整池からの直結配⽔など、県との広域化については、その進捗を評価しながら、より

効果的な⽔運⽤になるよう、広域化の効果の検証や業務の共同化の可能性などについて引き続
き検討を⾏っていく。

（施設の統廃合・合理化）
施設・設備の⽼朽化により、更新事業が今後拡⼤することが⾒込まれる。ＡＩ劣化予測診断ツ

ール及び衛星画像のＡＩ解析により、効率的に管路更新を実施するとともに、施設・設備の更新
においては、施設の統廃合・合理化につながる、最適な規模や能⼒を導き出し、投資の効率化を
推進する。

（3）想定される今後検討予定の取組
（デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ））
これまでは、⽔道管路の地図情報（ＧＩＳ）や遠隔監視の⽔質計器情報など、ＩＣＴ（情報通

信技術）を活⽤した情報把握で、現場作業などの業務の効率化を図ってきた。
デジタル化（ＤＸ）の取組は、業務の効率化、経費削減、住⺠サービスの向上等を通じて、持

続可能な⽔道事業の確保につながるため、今後も積極的に取り組んでいく。
特に、衛星画像の解析にＡＩを活⽤することで、漏⽔調査の効率化や⽼朽化更新費⽤等の平準

化を⽬指していく。また、⽔道管路埋設情報をＷＥＢで閲覧可能にしたり、スマートメーターの
導⼊により検針業務の効率化と漏⽔の早期発⾒を図ったりするなど、利⽤者だけでなく、事務の
効率化にも向けた業務改善を図っていく。
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（グリーン・トランスフォーメーション（ＧＸ））
これまでは、県保有の浄⽔場と市保有の配⽔場の標⾼差を利⽤したマイクロ⽔⼒発電など、環

境負荷の低減に努めてきた。
今後は、⽔道事業のＧＸ実現に向け、脱炭素化の取組を研究するなど、引き続き、持続可能な

経営環境の確保に資する取組を継続する。
具体的には、施設改修時におけるＬＥＤ照明の設置、省エネルギー型の排⽔ポンプ導⼊や、⾃

家⽤⾞両更新時に電動⾞を購⼊する等の省エネ取組をはじめとして、⼩⽔⼒や太陽光による発
電などの再⽣可能エネルギーの活⽤に向けた検討も踏まえ、本市の脱炭素に向けた取組に参画
していく。

（資産の有効活⽤等による収⼊増加の取組）
これまでは、遊休資産であった⼟地の売却など、収益確保の取組に努めてきた。
施設の廃⽌・統合により⽣じた遊休資産が存在するが、⽴地条件から利活⽤に適さない施設や、

井⼾や地下貯留槽などの残置により原状回復が困難な⼟地施設が多い状況である。しかしなが
ら、今後も利活⽤の可能性について検討し、遊休資産の有効活⽤に必要な費⽤とそれに⾒合う収
益の確保について継続して取り組んでいく。

（⽔質改善・耐⽔化に向けた取組）
⽔道⽔は、取⽔する⽔源周辺の環境の悪化により、⽔源⽔質が変化することがある。その⽔質

変化傾向を把握し、⽔質に適した処理⽅法を検討する必要があるため、安全でおいしい⽔づくり
に向けて、施設や設備の改修等を含めて幅広く検討していく。
また、豪⾬時に河川からの溢⽔等により施設が⽔没して機能不全に陥ることのないよう、⽌⽔

板の設置や施設の設置⾼の⾒直し、電気室の耐⽔扉を設置するなど、施設の耐⽔化の強化に取り
組む。



33

【コラム】ＳＤＧｓ※1とは︖︖
本市は、国連で採択された持続可能な開発⽬標の達成に向けた優れた取組の提案が認めら

れ、平成30年6⽉に内閣府より「ＳＤＧｓ 未来都市」に選定されました。
平成30年度に「豊⽥市ＳＤＧｓ 未来都市計画」を策定し、これまでの「環境モデル都

市」としての環境分野の取組を基盤にＳＤＧｓ の視点から社会・経済分野にも視野を広
げ、第8次豊⽥市総合計画で掲げる将来都市像「つながる つくる 暮らし楽しむ まち・
とよた」の実現を⽬指して、持続可能なまちづくりを進めています。

上下⽔道事業では、⽔道ビジョン及び下⽔道ビジョンにおいて、次のゴールへ貢献すると考
えています。

ＳＤＧｓの⽬標

6 安全な⽔とトイレを世界中に
全ての⼈々の⽔と衛⽣の利⽤可能性と持続可能な管理を確保する

7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに
全ての⼈々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを
確保する

11 住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び⼈間居を実現する

13 気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

17 パートナーシップで⽬標を達成しよう
持続可能な開発のための実施⼿段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性
化する

※1 ＳＤＧｓ︓Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ（持続可能な開発⽬標）の略称。
平成13年に策定されたミレニアム開発⽬標（ＭＤＧｓ）の後継として、平成27年9⽉の国連サミットで採択された
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された平成28年から令和12年までの国連⽬標のこと。
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【参考】⽔道事業経営⽐較分析表（経営の健全性・効率性）令和 3年度

※平均値は、総務省の類似団体区分Ａ1団体（給⽔⼈⼝ 30万⼈以上の末端給⽔事業）の平均を⽰す。

※図中、【↑】は上昇したほうが望ましい指標、【↓】は減少したほうが望ましい指標であることを⽰す。
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【参考】⽔道事業経営⽐較分析表（⽼朽化の状況）令和 3年度

※平均値は、総務省の類似団体区分Ａ1団体（給⽔⼈⼝ 30万⼈以上の末端給⽔事業）の平均を⽰す。
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3 下⽔道事業
3.1 本市の下⽔道事業を取り巻く経営環境の変化等
（1）事業の現状と⾒通し
ア  事業概要
本市の下⽔道事業は、昭和 38年に中⼼市街地を対象とした合流式下⽔道として都市計画決定

され、主に⾬⽔対策を⽬的とした整備から始まった。昭和 45年には、愛知県が計画を進めてい
た流域下⽔道への接続を前提として、分流式へと都市計画を変更した。しかし、流域下⽔道の供
⽤開始までに相当の期間が必要と予想されたため、暫定的に処理場を建設し汚⽔を処理する緊
急処理対策事業により、昭和 59年度から中⼼市街地の整備を開始し、昭和 63年 4⽉に本市初
の公共下⽔道の供⽤を開始した。
その後、流域下⽔道が本市に到達、平成 6 年 1 ⽉に初の流域関連公共下⽔道の供⽤を開始し

た。そして、流域下⽔道の整備に伴い、接続を順次進め、平成 20年 3⽉には処理場の使⽤を停
⽌し、流域下⽔道への接続切替えが完了した。令和 6年度時点では、豊⽥市内の⼈⼝の約 80％
を愛知県が運営する流域下⽔道がカバーしている。
なお、令和 6年度現在、平成 28年に策定した未普及解消アクションプランに基づき、下⽔道

の整備を進めており、令和 7年度の概成を予定している。
また、本市では、公共下⽔道のほかに汚⽔処理事業として、⾃然環境の保全等を⽬的とした特

定環境保全公共下⽔道、農業集落の農業⽤⽔の⽔質保全を⽬的とした農業集落排⽔及び公共下
⽔道等が整備されていない地域において汚⽔を処理する地域下⽔道（コミュニティプラント・市
管理共同し尿処理浄化槽）を運営しており、これら 4 事業を下⽔道事業として 1 つの会計で運
営している。

イ  建設から維持の時代への転換
今後、未普及解消アクションプランの完了により、これまでの 10年間の下⽔道⾯整備と今後

の経営戦略期間の 10年間を⽐較すると投資は減少し、下⽔道施設の初回更新は令和 40年度以
降に本格化する⾒込みであることから、「建設から維持の時代」へと移⾏する時期にある。安⼼・
安全な下⽔道を維持するため計画的な点検・調査による効率的な維持管理と改築・更新が求めら
れる。

（億円）

図表 3-1 建設改良費の⾒通し
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ウ 有収⽔量及び処理区域内⼈⼝の減少
⼈⼝の減少、節⽔機器の進化や節⽔意識の向上に起因した⽔需要の変化により、本市において

も令和 3 年度には有収⽔量が減少に転じ、下⽔道使⽤料も減少している。処理区域内⼈⼝につ
いては、未普及解消アクションプランによる⾯整備が令和 7 年度に完了する⾒込みであること
から、それ以降は⼤幅な増加は⾒込めない。このような状況から、今後も下⽔道使⽤料の⼤幅な
増収は⾒込めないと予測される。

図表 3-2 使⽤料収⼊の⾒通し

エ 社会情勢の変化に伴う影響
近年の物価⾼騰に伴い、令和 4 年度に、愛知県に⽀払う流域下⽔道維持管理負担⾦の⼤幅な

値上げが⾏われ、今後も増加することが⾒込まれる。また、未普及解消アクションプランによる
⾯整備が完了することから保有する固定資産が最⼤化し、これに伴い減価償却費が⾼⽌まりす
ることが⾒込まれる。
以上のように、削減の裁量がない固定経費が増⼤することが想定される。

オ 事業運営の動向
（ア）⺠間活⼒の更なる活⽤

官⺠連携の取組として、施設、管路それぞれについて、包括的維持管理業務委託を発注し、
効率的な下⽔道事業の運営に努めている。
今後も、経営判断や検査等に必要な職員が保持すべき知識や技術の承継を図りつつ、ウォー

ターＰＰＰの導⼊検討など官⺠連携を推進し、⺠間企業のノウハウ活⽤によるさらなる効率
化と安定的な運営が求められる。

（イ）広域化の更なる進展
愛知県が主体となり、⽮作川流域を中⼼とした⻄三河地域における持続可能な上下⽔道サ

ービスの提供に向けた広域化の検討が進められている。本市としても、動向を注視し、適切な
対応を⾏うことが重要である。
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カ 安⼼・安全対応の⼀層の強化
近年、下⽔道施設の浸⽔による機能停⽌、能登半島地震での上下⽔道施設被害の⻑期化や下⽔

道管の⽼朽化に伴う⼤規模な道路陥没といった損害が⽣じており、下⽔道の安⼼・安全に対する
関⼼が⾼まっている。本市においても、国の要請を受け、令和 7 年 1 ⽉に上下⽔道⼀体化で地
震対策を進める上下⽔道耐震化計画を策定した。
下⽔道の安⼼・安全確保のため、重要施設に⾄る下⽔道管の耐震化、⽼朽化した下⽔道管の早

期更新、下⽔道施設への浸⽔を防ぐ耐⽔化の推進が期待される。

（2）これまでの主な経営健全化の取組
本市では、流域下⽔道の供⽤開始以降、効率的な汚⽔処理を⽬的として、流域関連公共下⽔道

への接続により複数の処理施設の廃⽌を実施してきた。この結果、処理場の維持管理費⽤や将来
の施設更新に要する経費は縮減している。加えて、包括的維持管理業務委託による⺠間活⼒の活
⽤によってさらなる経費削減を図ってきた。
また、平成 18年 3⽉に策定された第 2次下⽔道整備計画の検証を⾏い、投資効果（経費の回

収⾒込み）や将来の都市構想等を総合的に考慮し、平成 28年及び令和 4年に下⽔道整備区域の
⾒直しを実施した。令和 7 年度をもって未普及解消アクションプランによる下⽔道整備は完了
する予定であり、これにより合併処理浄化槽への転換の促進と併せて、汚⽔処理の未普及地域の
解消を図る⽅針である。

（3）戦略期間中における収⽀不⾜額
現⾏の料⾦体系を継続した場合、下⽔道使⽤料の減少傾向と流域下⽔道維持管理負担⾦等の

増加等が影響し、令和 7年度には収⽀不⾜が発⽣する⾒込みである。この影響は、その後も継続
するため、累積⾚字が計上され、次期経営戦略期間内（今後 10年間）の単年度⾚字額は、最⼤
で約 1.4億円に達することが予測される。
⺠間活⼒の活⽤や施設の統廃合による経費削減を図っても、主要な経費である流域下⽔道維

持管理負担⾦や減価償却費等は固定的であり削減の裁量がなく、⼤幅な経費削減は⾒込めない。
このため、収⽀不⾜を解消するためには、下⽔道使⽤料の増加が必要である。

図表 3-3戦略期間中における収⽀不⾜額の⾒通し

(年度)

(億円)
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（4）経営戦略の改定のポイント
本経営戦略の改定では、以下をポイントとして改定を⾏う。

①外部環境の反映
建設から維持の時代への転換、⼈⼝減少や物価動向等の社会情勢を受け、今後の財政収⽀を踏

まえながら適正な下⽔道使⽤料として反映する。また、上下⽔道⼀体で進める耐震化事業等の国
の⽅針や動向を受け、社会的要請に適切に対応していく。

②財源の確保
社会資本整備総合交付⾦等の交付要件として経費回収率の向上に向けたロードマップの作成

や経費回収率等の要件が付加されている。国庫補助⾦を確保できないと下⽔道使⽤料のあり⽅
にも影響があるため、経費回収率の向上を図り、下⽔道使⽤料の改定とともに国庫補助⾦などの
財源を確保する。持続可能な財政基盤を構築し、将来的な設備更新に備える。

③具体的な数値⽬標の設定
社会資本整備総合交付⾦の重点配分の交付要件には、経費回収率等の条件がある。経費回収率

の⽬標値など、具体的な数値⽬標を設定し、実効性を⾼め、効果的なマネジメントを実現する。
また、将来に向けての基盤強化や安全・安⼼の下⽔道サービスの維持に向け、定期的な進捗確認
と評価を⾏い、必要に応じて経営戦略の修正を⾏う。
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3.2 経営の基本⽅針
（1）基本理念
下⽔道事業は、下⽔道法において掲げられる「都市の健全な発達及び公衆衛⽣の向上に寄与し、

あわせて公共⽤⽔域の⽔質の保全に資すること」を⽬的とし、住⺠の快適で安⼼な⽣活を送る上
で⽋くことのできないサービスを提供している。この⽬的の実現に向けて、⾬⽔事業は公費（税
⾦）、汚⽔事業は私費（下⽔道使⽤料）の原則と公益性のバランスを考慮し、施策の実施のため
の財源を確保するとともに、経営の効率化や健全化を図り、安定した経営に取り組む。

（2）経営⽅針
本経営戦略策定期間の経営⽅針は以下のとおりである。

①経営基盤の強化による健全経営
経費削減の⼿法を検証し、効率的な事業運営に努めるとともに安定的な使⽤料収⼊の確保を

図ることによって、持続可能な財政基盤を確⽴することを⽬指す。また、財政の健全性を保ちな
がら適切な投資を⾏っていく。

②防災・減災対策への重点化
南海トラフ地震等の発⽣の懸念や、近年、頻発する集中豪⾬への懸念を踏まえ、下⽔道施設の

耐震化や浸⽔対策を図り、災害時における市⺠の⽣活の安定と公衆衛⽣の維持を実現する。特に、
国の⽅針により上下⽔道⼀体での地震対策が求められているため、地震発⽣時における上下⽔
道機能の確保を推進する。

③着実な⽼朽化対策
財政の健全性と適切な更新を両⽴するため、ストックマネジメント計画に基づいた効果的・効

率的な更新を⾏う。ただし、ハイセラミック管は法定耐⽤年数に達する前に更新が必要な管路が
⽣じており、安⼼安全確保の観点から集中的に更新を進める。

④⺠間活⼒の更なる活⽤
 包括的維持管理業務委託の取組を深化させ、将来の⼈⼿不⾜等への対応を始め、官⺠双⽅の
事務負担の軽減として、業務を⻑期で委託することや⺠間の創意による効果的・効率的な事業
運営など新たな付加価値の創出により、⼈々の⽣活に⽋かせない下⽔道サービスの安定的な提
供を⽬指す。
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（3）経営⽬標
経営⽅針を踏まえ、本市下⽔道事業における経営⽬標を⽰す。

ア 健全経営の確保
令和 5年度決算において、公共下⽔道の経費回収率は 79.56％であり（4事業では 77.57％）

経費を使⽤料で賄えていない。使⽤料を確保し、経費削減の取組を進めることによって、経費回
収率を向上させる。公営企業は独⽴採算の原則があり、経費回収率は 100％が理想であるが、
100％を達成しようとすると使⽤料の急激で⼤幅な値上げを⽣じかねない。社会資本整備総合交
付⾦の重点配分の要件の 1つとして経費回収率 80％以上があるため、公共下⽔道の経費回収率
を 80％以上を⽬指す。

イ 安⼼・安全の確保
①耐震化・耐⽔化の推進
 ⾬⽔の浸⽔により下⽔道施設の機能が喪失しないように、機器のかさ上げ等の耐⽔化を進め
る。また、地震発⽣時においても上下⽔道が機能を継続できるよう避難所、医療機関等の重要施
設に接続する管路の耐震化を上下⽔道⼀体で進める。

②⽼朽管への早期対応
管路の点検結果に基づき、法定耐⽤年数に達する前であっても更新等の対応が必要な⽼朽管

（ハイセラミック管）がある。道路陥没等の不測の事態を防⽌するため、下⽔道⾯整備が完了後、
令和 8年度から 10年間で集中的にハイセラミック管の更新を進める。

⽬標 令和 7年度に公共下⽔道の経費回収率 80％以上を達成し、経営
戦略期間中 80％以上を維持する。

⽬標 施設の耐⽔化を完了する。上下⽔道⼀体の耐震化は 10年間で総
額 50億円を⾒込む。

⽬標 ハイセラミック管の更新は 10年間で総額 130億円を⾒込む。
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3.3 投資・財政計画（財政収⽀計画）
本経営戦略における「投資・財政計画」（Ｐ49〜Ｐ58）は、3.3（1）〜3.3（4）の内容を反

映した上で投資とその財源及び投資以外の経費を試算し、将来にわたる事業の継続を維持でき
るよう中⻑期的な視点で策定している。
本経営戦略の計画期間は、「令和 7年度 〜 令和 16年度」の 10年間とする。

計画期間 令和 7年度 〜 令和 16年度 （10年間）

（1）収⽀計画のうち投資についての説明
① 管路等の耐震化
上下⽔道⼀体化の耐震化として、避難所、医療機関等の重要施設に接続する管路の耐震化のた

め、令和 7年度に耐震診断を実施し、令和 9年度以降は年間 5億円を⾒込んでいる。また、⾬
⽔管路の耐震化に令和 7年度から令和 11年度にかけて合計約 11億円のほか、中部第 2ポンプ
場の耐震化を耐⽔化、⽼朽化対策と併せて約 37億円を⾒込んでいる。

② ⽼朽管の更新⼯事
ハイセラミック管の更新⼯事を令和 8 年度から令和 17 年度に実施する。投資額は合計で約

130億円を⾒込み、各年度約 13億円の投資を予定している。

③ 流域下⽔道への接続
広域化推進のため、令和 9年度から令和 13年度にかけて順次、市内 4つの浄化センター（鞍

ケ池、⾼岡中部、御船及び幸穂台の 4施設）を廃⽌し、流域下⽔道へ接続する。当該計画に係る
投資額は合計で約 10億円を⾒込んでいる。

④ 下⽔道の⾯整備
未普及解消アクションプランに基づく下⽔道の⾯整備は、令和 7年度に完了の⾒込みである。

⼤規模な下⽔道の⾯整備においては、設計と施⼯を⼀括で発注する⽅式を採⽤しており、そのコ
スト縮減効果は本財政収⽀計画に反映している。

⑤ その他の投資及び企業債残⾼の動向
ポンプ場の耐⽔化、ストックマネジメント計画に基づく機器類の更新、⾬⽔管理総合計画に基

づく⾬⽔対策事業などを予定している。
なお、下⽔道⾯整備の完了により建設改良費は減少し、企業債の借⼊額も減少するため、企業

債残⾼は徐々に減少し、管路の更新が本格化していく令和 40年代に向かって再び増加すること
を⾒込んでいる。
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図表 3-4 建設改良費及び企業債残⾼の将来シミュレーション

（2）収⽀計画のうち財源についての説明
① 使⽤料収⼊
下⽔道事業は、独⽴採算を原則とする公営企業であり、受益に応じた負担を使⽤者に求めるこ

とが必要である。本市の令和 5年度決算における公共下⽔道の経費回収率は約 79％であり、必
要な費⽤のうち 8割弱を受益者の負担（使⽤料）で賄っている状況である。下⽔道事業を取り巻
く経営環境が変化するなか、中⻑期的な経営の安定化に資するものとして、令和 7 年 4 ⽉に平
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② 国県補助⾦
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0

100

200

300

400

500

0

20

40

60

80

100

建設改良費（棒グラフ）
（億円）

未普及解消
アクションプラン

H28〜R7
更新の本格化

R40〜

実績 計画 将来⾒込み

（年度）

企業債残⾼
（折れ線）（億円）



44

④ ⼀般会計繰⼊⾦
総務省通知に基づいて算定する基準内繰⼊⾦のほか、公益性を重視し⼀般会計が負担するも

のとして、基準外繰⼊⾦を⾒込んで試算する。

会計区分
考え⽅

基準内繰⼊⾦ 基準外繰⼊⾦

公共 総務省繰出基準に基づき試算 未普及解消アクションプランに基づく
⼀部の事業費

特環
農集 総務省繰出基準に基づき試算 収益的収⽀の不⾜額

地域 - 収益的収⽀の不⾜額

（3）収⽀計画のうち投資以外の経費についての説明

各経費については次の条件で試算する。なお、薬品費は包括的維持管理の委託料に含まれてい
る。
経費等 考え⽅

職員⼈件費 ⾬⽔事業の包括的維持管理業務委託による⼈員規模の減少を反映
する。その他は同⽔準で推移することを⾒込み試算する。

委託料 流域下⽔道への接続により処理場を廃⽌するため、維持管理に係
る委託料の減少を⾒込み試算する。

修繕費 毎年発⽣する修繕のほか、修繕計画に基づく定期的な部品交換等
を⾒込み試算する。

減価償却費 既存資産に係る減価償却費に加え、新規⾯整備分等を含めて試算
する。

資産減耗費 毎年発⽣する除却費のほか、令和 8 年度以降にハイセラミック管
更新に伴い発⽣する除却費を⾒込み試算する。

⾬⽔施設費 計画修繕を⾒込み試算する。令和 8 年度以降は経費削減のため⾬
⽔の施設も包括管理委託に含めることを予定している。

その他営業費⽤ 直近の実績に基づいて試算する。

営業外費⽤
（主に⽀払利息）

既存の企業債に係る⽀払利息に加え、財源の積算のうち企業債の
推計条件に基づき試算した⽀払利息を⾒込み試算する。

流域下⽔道負担⾦ 直近の値上げ実績を踏まえ、3 年に 1 度、単価が上昇することを
⾒込み試算する。

企業債償還⾦ 既存の企業債に係る償還予定額に加え、財源の積算のうち企業債
の推計条件に基づき試算した償還⾦額を含めて試算する。
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（4）ＤＸ・ＧＸに対する取組
① デジタル技術の活⽤（ＤＸ）

給排⽔申請オンラインシス
テム

⽔道、下⽔道の給排⽔申請をオンラインでできるシステ
ムを県下５市共同で開発し、令和７年４⽉１⽇より稼働
する。申請者、上下⽔道事業者双⽅の⼿続が簡素化され
る。

管路情報ＷＥＢ閲覧システ
ム

窓⼝での⼿続なしで上下⽔道管の埋設状況をインターネ
ット上で確認できるよう、クラウド型の閲覧システムを作
成した。利⽤者サービスの向上に加え、窓⼝対応が不要と
なり職員の業務効率化にもつながることが⾒込まれる。

電⼦契約の導⼊

⼯事、委託・物品の⼀部について電⼦契約を導⼊している。
将来的には電⼦契約の対象を拡⼤していく予定である。業
務の効率化に加え、契約者の来庁する⼿間の削減のほか、
収⼊印紙が不要となる。

クラウド型監視設備
クラウドを利⽤した通信装置により施設の運⽤状況を常
時無⼈で監視し、機器の故障など異常が発⽣した場合に連
絡が⼊るシステムを導⼊している。

電⼦決裁の導⼊
令和 7年 2⽉より電⼦決裁を⼀部導⼊した。業務効率化、
ペーパーレス化が⾒込まれる。

② 環境配慮の取組（ＧＸ）

汚泥の再利⽤
汚泥は肥料として活⽤されるほか、汚泥を脱⽔処理したも
のを渡刈クリーンセンターに搬⼊・焼却し、スラグにした
ものが道路やコンクリートの⾻材として活⽤されている。

下⽔熱の利⽤
熱エネルギーの有効活⽤として、あすけ⽔の館の学習棟の
冷暖房に下⽔熱を利⽤している。
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（5）財政収⽀計画のまとめ
流域下⽔道への接続による施設の廃⽌や⺠間活⼒の活⽤による包括的維持管理業務委託によ

る経費削減を図るほか、下⽔道使⽤料の改定を⾏うことによって、計画期間中における純利益を
確保できる⾒込みである。また、耐震化や⽼朽化対策など下⽔道の安全、安⼼を確保するための
必要な投資を⾏った上で、内部留保資⾦も確保できる⾒通しであり、中⻑期的な下⽔道事業の運
営ができる⾒通しである。

図表 3-5 純利益と内部留保資⾦の⾒込み
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3.4 経費回収率の向上に向けたロードマップ
令和 2 年の国⼟交通省通知等により、収⽀構造適正化のため、経費回収率を向上させるため

のロードマップ策定が求められている。
本市の公共下⽔道の経費回収率は令和 5 年度において約 79％である。1 か⽉に 20 ㎥下⽔道

を使⽤した場合の公共下⽔道の使⽤料を本市が令和 6年 11⽉に調査したところ、低い⽅から愛
知県内では 38市中 11位、中核市内では 62市中 9位という結果であり、平均よりも下⽔道使
⽤料⽔準が低いことが確認できた。
公営企業は独⽴採算が原則であるため、汚⽔処理に要する費⽤は、使⽤料収⼊で賄うことが必

要である。経費回収率の向上には使⽤料収⼊の確保及び汚⽔処理に要する費⽤の削減が必須と
なる。費⽤削減を図るとともに、負担を使⽤者に求める。
そこで、以下の対応により経費回収率を向上させる。

ア 必要な財源確保に向けた取組
①使⽤料の改定
現⾏の使⽤料体系を維持した場合、令和 7 年度以降、継続的に収⽀不⾜が⾒込まれる。そこ

で、令和 6 年度に上下⽔道事業審議会において適正な下⽔道使⽤料のあり⽅についての審議を
重ねたところ、平均改定率 6.25％の使⽤料改定が必要であるとの答申を受けた。この答申を踏
まえ、令和 6年 12⽉議会において令和 7年 4⽉に使⽤料を改定することが決定した。

イ 経営の効率化や健全化に向けた取組
① 流域下⽔道への接続による処理施設の廃⽌
汚⽔処理施設である鞍ケ池浄化センター及び⾼岡中部浄化センターを令和 9 年度に、御船浄

化センターを令和 10年度に、幸穂台浄化センターを令和 13年度に順次廃⽌し、流域下⽔道へ
の接続を進める。これらの汚⽔処理施設の廃⽌により、維持管理費のコストが縮減され、将来的
な施設更新が不要となる。
② 包括的維持管理業務委託
管路や施設の維持管理については⺠間活⼒を活⽤し、施設は平成 23年度から、管路は平成 30

年度から包括的維持管理業務委託により、経済的、効率的な運営に努めている。引き続き、包括
的維持管理業務委託を続けるとともに令和 8 年度からは、従来包括的維持管理業務委託の対象
としていなかった⾬⽔の施設についても委託の対象とし、スケールメリットによる経費の削減
を図る。

この結果、公共下⽔道の経費回収率は 80％（分流式下⽔道等に要する経費を控除後）を達成
し、本経営戦略期間中も 80％以上を維持できる⾒込みである。
また、下⽔道使⽤料の改定の必要性については、収⽀構造の⾒通し等を踏まえ 4 年に 1 度検

討を⾏い、上下⽔道事業審議会において審議する。
本経営戦略の改定についても、同時期に検証し、検討する。



48

本市下⽔道事業における経費回収率の向上に向けたロードマップ
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3

39
7,

47
1

39
7,

41
1

38
9,

40
2

37
1,

59
2

(3
)
修
繕
費

27
,1

46
53

,1
19

52
,1

86
53

,1
61

51
,7

63
68

,7
49

20
2,

35
2

20
3,

58
0

22
8,

33
6

12
4,

81
7

52
,7

60
52

,7
60

20
4,

83
7

14
3,

37
5

(4
)
負
担
⾦

1,
33

2,
36

7
1,

28
8,

29
0

1,
49

3,
82

2
1,

52
0,

92
6

1,
58

9,
14

9
1,

60
2,

20
0

1,
62

5,
85

1
1,

66
1,

44
1

1,
65

9,
87

0
1,

65
8,

67
3

1,
69

1,
35

2
1,

69
0,

12
2

1,
68

8,
52

3
1,

71
9,

22
6

(5
)
減
価
償
却
費

4,
97

8,
97

2
5,

03
6,

55
8

5,
08

8,
91

5
5,

19
5,

50
4

5,
18

9,
11

6
5,

22
3,

45
3

5,
18

0,
72

2
5,

22
2,

71
3

5,
30

0,
24

4
5,

31
6,

48
8

5,
32

6,
56

3
5,

32
2,

54
5

5,
32

1,
32

5
5,

29
7,

72
9

(6
)
資
産
減
耗
費

16
8,

14
8

16
1,

50
3

35
,8

97
72

,2
85

14
1,

58
5

69
0,

45
9

72
6,

34
3

67
5,

63
7

64
5,

89
1

62
6,

55
8

60
7,

75
2

59
4,

12
2

66
6,

58
4

55
1,

29
2

(7
)
受
託
事
業
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(7
)
⾬
⽔
施
設
費

11
4,

14
7

90
,8

81
83

,7
48

10
9,

97
9

14
8,

54
6

18
7,

33
0

31
3,

59
3

15
9,

69
0

16
4,

69
0

15
2,

69
0

14
3,

19
0

16
3,

39
0

15
9,

41
2

15
8,

61
2

(8
)
そ
の
他
営
業
費
⽤

19
,2

18
22

,1
97

28
,2

17
74

,5
35

37
,9

17
37

,6
92

37
,6

32
65

,6
17

37
,6

91
37

,5
80

37
,5

80
37

,6
68

37
,5

79
65

,5
94

2.
営
業
外
費
⽤
（
⽀
払
利
息
等
）

64
3,

73
4

58
0,

31
1

51
3,

84
1

49
0,

21
0

45
0,

74
1

43
3,

65
8

43
4,

63
3

39
9,

12
1

39
4,

27
6

37
6,

08
4

35
7,

76
6

34
4,

53
0

33
3,

32
6

31
6,

65
5

(1
)
⽀
払
利
息

61
7,

98
6

55
5,

24
4

49
3,

81
5

46
5,

36
4

42
5,

43
3

39
9,

43
4

38
0,

74
0

36
2,

97
8

36
0,

79
7

34
7,

46
4

33
3,

89
4

32
0,

14
9

30
3,

67
0

28
6,

79
7

(2
)
雑
⽀
出

25
,7

48
25

,0
67

20
,0

26
24

,8
46

25
,3

08
34

,2
24

53
,8

93
36

,1
43

33
,4

79
28

,6
20

23
,8

72
24

,3
81

29
,6

56
29

,8
58

3.
特
別
損
失
（
過
年
度
修
正
損
等
）

3,
37

3
2,

51
1

1,
36

2
4,

50
5

3,
32

4
3,

32
4

3,
32

4
3,

32
4

3,
32

4
3,

32
4

3,
32

4
3,

32
4

3,
32

4
3,

32
4

8,
04

4,
99

8
7,

98
0,

25
9

8,
07

2,
55

1
8,

32
0,

02
4

8,
40

7,
48

1
9,

03
0,

08
1

9,
31

4,
57

3
9,

12
4,

27
3

9,
12

1,
30

2
8,

95
0,

49
8

8,
82

9,
73

9
8,

81
7,

85
3

9,
01

6,
29

3
8,

83
9,

38
0

28
8,

09
1

55
0,

72
3

12
8,

32
4

12
,2

36
15

4,
14

2
20

4,
17

4
12

1,
77

9
92

,0
48

45
,4

38
10

4,
21

3
10

9,
04

5
10

2,
70

2
14

,5
65

12
,8

70

令
和

14
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

令
和
９
年
度

令
和

10
年
度

令
和

11
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

令
和
８
年
度

収 益 的 収 ⽀ （ 税 抜 き ）

収 ⼊

⼩
計
　(

A)

⽀ 出

⼩
計
　(

B)

利
益
　(

C)
＝

(A
)－

(B
)

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

図表 3-6 投資・財政計画（収益的収⽀と資本的収⽀の計画）
下⽔道事業全体 収益的収⽀
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下⽔道事業全体 資本的収⽀
　資

本
的
収
⽀

（
単
位
︓
千
円
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

予
算

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
企
業
債

1,
61

0,
00

0
1,

21
9,

90
0

1,
49

9,
40

0
3,

17
7,

70
0

1,
83

6,
70

0
2,

05
3,

20
0

1,
72

2,
80

0
3,

27
8,

80
0

2,
13

4,
70

0
1,

97
1,

60
0

1,
91

4,
50

0
1,

59
6,

90
0

1,
59

5,
40

0
1,

40
2,

40
0

2.
出
資
⾦

41
0,

00
0

14
0,

00
0

45
0,

00
0

45
0,

00
0

50
0,

00
0

66
,1

72
68

,1
63

68
,7

48
75

,0
30

77
,0

51
82

,3
93

83
,4

59
85

,3
79

87
,9

99

3.
補
助
⾦
（
国
県
補
助
⾦
）

1,
16

5,
23

0
93

3,
51

9
96

8,
88

4
1,

57
3,

20
3

1,
19

5,
35

0
1,

14
8,

12
5

86
8,

47
5

1,
22

7,
15

5
1,

19
0,

89
0

1,
08

7,
95

5
1,

03
8,

95
5

69
5,

51
8

69
9,

08
0

53
1,

68
0

4.
受
益
者
負
担
⾦

16
9,

17
0

20
2,

12
1

11
4,

54
4

17
2,

64
6

18
2,

75
6

22
0,

97
4

75
,3

33
64

,7
57

12
0,

02
3

41
,4

45
28

,9
64

26
,1

21
23

,5
62

21
,2

59

5.
⼯
事
負
担
⾦

16
,2

46
95

,9
75

21
,8

38
17

,6
10

17
6,

40
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

6.
固
定
資
産
収
⼊

0
39

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3,
37

0,
64

6
2,

59
1,

55
4

3,
05

4,
66

6
5,

39
1,

15
9

3,
89

1,
20

6
3,

48
8,

47
1

2,
73

4,
77

1
4,

63
9,

46
0

3,
52

0,
64

3
3,

17
8,

05
1

3,
06

4,
81

2
2,

40
1,

99
8

2,
40

3,
42

1
2,

04
3,

33
8

1.
建
設
改
良
費

4,
61

8,
52

6
4,

04
2,

68
2

4,
32

7,
00

2
8,

59
1,

58
9

5,
26

5,
56

2
4,

65
3,

86
8

3,
91

4,
76

4
6,

68
7,

95
8

4,
45

2,
98

0
4,

19
6,

92
5

4,
03

8,
74

0
3,

35
3,

77
4

3,
39

8,
55

3
2,

97
0,

01
8

1)
管
渠
整
備
費

4,
48

0,
02

2
3,

80
4,

36
5

4,
13

2,
38

4
8,

14
9,

26
1

4,
42

0,
93

2
2,

86
5,

43
8

3,
15

6,
42

9
5,

76
7,

08
9

3,
75

2,
54

0
3,

44
3,

29
1

3,
20

7,
88

0
2,

59
8,

80
4

2,
79

2,
17

8
2,

67
5,

87
8

(1
)
⼈
件
費

22
3,

03
4

20
6,

54
2

20
9,

17
5

23
8,

11
2

22
5,

01
3

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

(2
)
委
託
料

21
2,

97
9

31
5,

79
5

16
7,

31
8

18
1,

89
3

17
3,

07
9

37
3,

88
8

54
2,

58
2

15
1,

88
8

11
1,

88
8

18
1,

88
8

15
6,

88
8

13
1,

18
2

17
4,

88
8

11
1,

88
8

(3
)
補
償
費

31
1,

05
1

31
5,

65
0

38
3,

03
9

1,
28

7,
84

1
30

0,
47

0
1,

00
0

1,
00

0
23

8,
82

0
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0

(4
)
⼯
事
請
負
費

3,
67

8,
57

4
2,

93
2,

56
5

3,
35

0,
05

0
6,

40
0,

41
8

3,
68

7,
90

0
2,

34
0,

20
6

2,
48

0,
13

5
5,

24
5,

29
0

3,
50

0,
23

0
3,

13
0,

44
0

2,
92

0,
44

0
2,

33
7,

44
0

2,
48

7,
44

0
2,

43
4,

44
0

(5
)
⼟
地
購
⼊
費

0
0

0
58

5
16

5
0

0
16

5
0

0
0

0
0

0

(6
)
そ
の
他
管
渠
整
備
費

54
,3

84
33

,8
13

22
,8

02
40

,4
12

34
,3

05
36

,4
52

18
,8

20
17

,0
34

25
,5

30
16

,0
71

15
,6

60
15

,2
90

14
,9

58
14

,6
58

2)
ポ
ン
プ
場
整
備
費

18
,2

92
51

,9
27

23
,2

28
24

5,
61

1
61

4,
80

0
1,

35
8,

90
0

32
4,

00
0

46
1,

66
0

48
5,

36
0

53
4,

26
0

61
4,

26
0

53
7,

61
0

37
8,

16
0

64
,1

60

(1
)
委
託
料

18
,2

92
0

11
,1

50
21

0,
61

3
61

4,
80

0
1,

34
9,

90
0

31
6,

50
0

40
8,

50
0

43
2,

20
0

40
1,

10
0

40
1,

10
0

32
4,

45
0

32
5,

00
0

11
,0

00

(2
)
そ
の
他
整
備
費

0
51

,9
27

12
,0

78
34

,9
98

0
9,

00
0

7,
50

0
53

,1
60

53
,1

60
13

3,
16

0
21

3,
16

0
21

3,
16

0
53

,1
60

53
,1

60

3)
処
理
場
整
備
費

7,
20

0
11

,0
00

0
15

,3
42

16
,0

13
20

8,
16

2
21

4,
16

2
23

8,
16

2
0

0
0

0
7,

40
0

11
,1

00

(1
)
委
託
料

7,
20

0
11

,0
00

0
12

,3
42

0
0

6,
00

0
30

,0
00

0
0

0
0

7,
40

0
11

,1
00

(2
)
⼯
事
請
負
費

0
0

0
3,

00
0

16
,0

13
20

8,
16

2
20

8,
16

2
20

8,
16

2
0

0
0

0
0

0

(3
)
そ
の
他
整
備
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4)
流
域
下
⽔
道
建
設
負
担
⾦

10
8,

20
5

17
0,

66
0

15
6,

37
5

14
3,

44
0

18
2,

80
0

18
3,

55
0

18
4,

31
0

18
5,

07
0

18
5,

83
0

18
6,

59
0

18
7,

35
0

18
8,

11
0

18
8,

87
0

18
9,

63
0

(1
)
負
担
⾦

10
8,

20
5

17
0,

66
0

15
6,

37
5

14
3,

44
0

18
2,

80
0

18
3,

55
0

18
4,

31
0

18
5,

07
0

18
5,

83
0

18
6,

59
0

18
7,

35
0

18
8,

11
0

18
8,

87
0

18
9,

63
0

5)
固
定
資
産
購
⼊
費

4,
80

7
4,

73
0

15
,0

15
37

,9
35

31
,0

17
37

,8
18

35
,8

63
35

,9
77

29
,2

50
32

,7
84

29
,2

50
29

,2
50

31
,9

45
29

,2
50

(1
)
機
械
及
び
装
置

4,
80

7
4,

73
0

12
,3

20
36

,0
83

29
,2

50
29

,2
50

29
,2

50
29

,2
50

29
,2

50
29

,2
50

29
,2

50
29

,2
50

29
,2

50
29

,2
50

(2
)
⾞
両
運
搬
具

0
0

0
1,

85
2

1,
76

7
8,

56
8

6,
61

3
4,

03
2

0
3,

53
4

0
0

0
0

(3
)
⼯
具
器
具
及
び
備
品

0
0

2,
69

5
0

0
0

0
2,

69
5

0
0

0
0

2,
69

5
0

2.
償
還
⾦

2,
88

2,
60

6
2,

78
6,

41
6

2,
66

3,
69

1
2,

52
6,

39
0

2,
41

1,
42

9
2,

32
1,

94
9

2,
20

6,
09

4
2,

14
9,

36
9

2,
39

5,
26

4
2,

35
1,

05
3

2,
40

3,
09

3
2,

48
1,

59
4

2,
55

6,
62

5
2,

72
5,

27
9

3.
国
庫
補
助
⾦
返
還
額

0
0

0
0

0
0

76
,0

00
30

,0
00

0
0

0
0

0
0

7,
50

1,
13

2
6,

82
9,

09
8

6,
99

0,
69

3
11

,1
17

,9
79

7,
67

6,
99

1
6,

97
5,

81
7

6,
19

6,
85

8
8,

86
7,

32
7

6,
84

8,
24

4
6,

54
7,

97
8

6,
44

1,
83

3
5,

83
5,

36
8

5,
95

5,
17

8
5,

69
5,

29
7

△
 4

,1
30

,4
86

△
 4

,2
37

,5
44

△
 3

,9
36

,0
27

△
 5

,7
26

,8
20

△
 3

,7
85

,7
85

△
 3

,4
87

,3
46

△
 3

,4
62

,0
87

△
 4

,2
27

,8
67

△
 3

,3
27

,6
01

△
 3

,3
69

,9
27

△
 3

,3
77

,0
21

△
 3

,4
33

,3
70

△
 3

,5
51

,7
57

△
 3

,6
51

,9
59

　⼀
般
会
計
繰
⼊
⾦
　計

3,
00

8,
90

2
2,

72
2,

31
9

2,
96

4,
48

4
3,

03
3,

16
9

3,
13

2,
04

1
3,

17
7,

87
2

3,
41

4,
86

0
3,

22
4,

92
3

3,
20

3,
76

1
3,

11
9,

85
8

3,
03

0,
95

1
3,

05
2,

06
4

3,
17

1,
40

8
3,

09
7,

15
0

　内
部
留
保
資
⾦
（
年
度
末
残
⾼
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

当
初
予
算
（
繰
越
含
）

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
損
益
勘
定
留
保
資
⾦

3,
37

3,
79

7
2,

88
9,

06
2

3,
04

5,
30

7
1,

55
3,

96
5

1,
52

8,
95

6
2,

32
0,

10
2

3,
17

3,
94

0
3,

38
7,

52
2

4,
34

5,
76

5
5,

22
0,

46
5

6,
13

5,
70

3
6,

97
2,

93
8

7,
75

1,
52

9
8,

26
4,

90
6

2.
減
債
積
⽴
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.
そ
の
他

25
4,

16
6

28
2,

21
7

26
0,

48
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

4.
当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
⾦

28
8,

09
1

55
0,

72
3

12
8,

32
4

12
,2

36
15

4,
14

2
20

4,
17

4
12

1,
77

9
92

,0
48

45
,4

38
10

4,
21

3
10

9,
04

5
10

2,
70

2
14

,5
65

12
,8

70

3,
91

6,
05

4
3,

72
2,

00
2

3,
43

4,
11

1
1,

56
6,

20
1

1,
68

3,
09

8
2,

52
4,

27
6

3,
29

5,
71

9
3,

47
9,

57
0

4,
39

1,
20

3
5,

32
4,

67
8

6,
24

4,
74

8
7,

07
5,

64
0

7,
76

6,
09

4
8,

27
7,

77
6

令
和

14
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

内
部
留
保
資
⾦
計

令
和
９
年
度

令
和

10
年
度

令
和

11
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和

14
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

資 本 的 収 ⽀ （ 税 込 み ）

収 ⼊

⼩
計
　(

D
)

⽀ 出

⼩
計
　(

E)

資
本
的
収
⽀
不
⾜
額
　(

F)
＝

(D
)－

(E
)

令
和
９
年
度

令
和

10
年
度

令
和

11
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度
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　収
益
的
収
⽀

（
単
位
︓
千
円
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

予
算

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
営
業
収
益

4,
21

4,
61

3
4,

20
7,

76
5

4,
14

3,
11

3
4,

18
2,

88
2

4,
42

0,
19

3
4,

44
9,

95
9

4,
58

7,
29

6
4,

42
7,

22
9

4,
42

4,
79

4
4,

40
3,

08
3

4,
38

0,
10

2
4,

38
6,

25
5

4,
41

7,
77

8
4,

34
0,

63
0

(1
)
下
⽔
道
収
益

3,
62

9,
69

7
3,

62
1,

77
3

3,
62

2,
93

8
3,

62
1,

15
6

3,
83

2,
26

3
3,

82
1,

35
4

3,
85

9,
57

9
3,

86
3,

29
6

3,
85

1,
86

5
3,

84
0,

47
1

3,
83

1,
39

7
3,

81
5,

26
2

3,
79

9,
19

7
3,

78
3,

20
2

(2
)
他
会
計
負
担
⾦

58
4,

83
6

58
5,

96
2

52
0,

07
5

56
1,

71
6

58
7,

92
0

62
8,

59
5

72
7,

70
7

56
3,

92
3

57
2,

91
9

56
2,

60
2

54
8,

69
5

57
0,

98
3

61
8,

57
1

55
7,

41
8

(3
)
そ
の
他
営
業
収
益

80
30

10
0

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10

2.
営
業
外
収
益

3,
32

3,
78

4
3,

31
7,

18
4

3,
25

9,
07

4
3,

34
9,

80
5

3,
34

3,
71

2
3,

95
7,

36
2

4,
06

0,
72

7
4,

05
2,

11
9

4,
04

2,
32

6
3,

99
6,

62
0

3,
95

8,
00

6
3,

96
0,

96
9

3,
96

6,
25

8
3,

86
5,

48
1

(1
)
受
取
利
息

31
7

65
0

66
1

29
15

15
15

15
15

15
15

15
15

15

(2
)
他
会
計
負
担
⾦

1,
60

3,
12

1
1,

58
2,

92
1

1,
56

0,
12

2
1,

58
5,

11
1

1,
61

9,
54

3
2,

02
5,

22
9

2,
11

4,
21

5
2,

11
0,

18
6

2,
10

6,
86

4
2,

07
5,

02
2

2,
05

2,
63

6
2,

07
3,

99
8

2,
07

0,
25

1
2,

05
3,

54
3

(3
)
他
会
計
補
助
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(4
)
国
庫
補
助
⾦

63
,9

20
65

,6
09

29
,8

36
41

,1
70

34
,4

70
31

,5
30

31
,5

30
31

,5
30

31
,5

30
31

,5
30

31
,5

30
31

,5
30

31
,5

30
31

,5
30

(5
)
⻑
期
前
受
⾦
戻
⼊

1,
65

3,
33

5
1,

65
3,

18
1

1,
66

1,
87

8
1,

71
4,

54
3

1,
68

7,
56

1
1,

89
8,

46
5

1,
91

2,
85

0
1,

90
8,

27
1

1,
90

1,
80

0
1,

88
7,

93
6

1,
87

1,
70

8
1,

85
3,

30
9

1,
86

2,
34

5
1,

77
8,

27
6

(6
)
そ
の
他
営
業
外
収
益

3,
09

1
14

,8
23

6,
57

7
8,

95
2

2,
12

3
2,

12
3

2,
11

7
2,

11
7

2,
11

7
2,

11
7

2,
11

7
2,

11
7

2,
11

7
2,

11
7

3.
特
別
利
益

1,
25

8
22

3,
96

2
29

1
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

7,
53

9,
65

5
7,

74
8,

91
1

7,
40

2,
47

8
7,

53
2,

68
9

7,
76

3,
90

7
8,

40
7,

32
3

8,
64

8,
02

5
8,

47
9,

35
0

8,
46

7,
12

2
8,

39
9,

70
5

8,
33

8,
11

0
8,

34
7,

22
6

8,
38

4,
03

8
8,

20
6,

11
4

1.
営
業
費
⽤

6,
65

9,
17

8
6,

66
5,

94
2

6,
80

4,
88

1
7,

06
9,

53
4

7,
19

3,
21

4
7,

80
5,

72
7

8,
13

3,
65

0
8,

02
7,

00
7

8,
06

2,
21

8
7,

94
8,

95
5

7,
89

5,
28

8
7,

92
0,

72
5

8,
06

1,
35

6
7,

90
0,

30
0

(1
)
⼈
件
費

16
6,

50
5

15
2,

05
8

14
4,

82
5

16
4,

93
3

16
9,

15
6

16
9,

15
6

16
9,

15
6

16
9,

15
6

16
9,

15
6

16
9,

15
6

16
9,

15
6

16
9,

15
6

16
9,

15
6

16
9,

15
6

(2
)
委
託
料

31
1,

01
7

32
2,

56
2

34
1,

18
4

36
1,

84
7

35
4,

41
1

31
3,

18
4

36
4,

57
7

36
6,

10
4

33
4,

66
0

29
3,

96
9

26
8,

51
9

28
3,

79
6

27
5,

78
7

25
7,

97
7

(3
)
修
繕
費

18
,9

20
38

,2
94

37
,4

26
30

,7
20

27
,4

14
35

,4
82

10
8,

86
1

11
8,

62
7

13
2,

58
1

74
,2

29
34

,0
49

34
,0

49
11

7,
61

5
82

,1
33

(4
)
負
担
⾦

1,
30

4,
86

2
1,

26
2,

52
4

1,
46

5,
42

4
1,

49
0,

75
6

1,
55

7,
76

2
1,

57
0,

83
7

1,
58

9,
48

2
1,

62
5,

00
6

1,
62

3,
46

5
1,

62
2,

29
7

1,
65

4,
62

3
1,

65
3,

42
3

1,
65

1,
85

4
1,

68
1,

98
9

(5
)
減
価
償
却
費

4,
55

9,
57

0
4,

61
9,

23
0

4,
67

4,
48

7
4,

77
8,

96
1

4,
76

9,
77

0
4,

81
1,

52
6

4,
83

4,
00

2
4,

89
6,

25
3

4,
96

3,
92

7
4,

98
1,

82
9

4,
98

9,
77

2
4,

99
4,

47
4

4,
99

2,
72

2
4,

97
0,

90
0

(6
)
資
産
減
耗
費

16
8,

14
8

15
9,

73
3

31
,8

00
68

,1
81

13
8,

23
9

69
0,

22
8

72
5,

80
3

66
3,

90
7

64
5,

40
1

62
6,

55
8

60
7,

75
2

59
4,

12
2

66
6,

58
4

55
1,

29
2

(7
)
受
託
事
業
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(7
)
⾬
⽔
施
設
費

11
4,

14
7

90
,8

81
83

,7
48

10
9,

97
9

14
8,

54
6

18
7,

33
0

31
3,

59
3

15
9,

69
0

16
4,

69
0

15
2,

69
0

14
3,

19
0

16
3,

39
0

15
9,

41
2

15
8,

61
2

(8
)
そ
の
他
営
業
費
⽤

16
,0

09
20

,6
60

25
,9

87
64

,1
57

27
,9

16
27

,9
84

28
,1

76
28

,2
64

28
,3

38
28

,2
27

28
,2

27
28

,3
15

28
,2

26
28

,2
41

2.
営
業
外
費
⽤
（
⽀
払
利
息
等
）

58
9,

14
7

53
1,

46
2

46
7,

98
0

44
8,

27
5

41
3,

85
0

39
4,

72
1

38
9,

89
5

35
7,

59
4

35
6,

76
5

34
3,

83
6

33
1,

07
6

32
1,

09
8

30
5,

41
6

29
0,

24
3

(1
)
⽀
払
利
息

57
2,

26
5

51
5,

17
8

45
9,

02
6

43
5,

01
4

39
8,

54
4

37
4,

36
8

35
6,

91
6

34
0,

00
5

33
8,

67
6

32
6,

94
7

31
5,

13
7

30
3,

13
9

28
8,

35
3

27
3,

26
0

(2
)
雑
⽀
出

16
,8

82
16

,2
84

8,
95

4
13

,2
61

15
,3

06
20

,3
53

32
,9

79
17

,5
89

18
,0

89
16

,8
89

15
,9

39
17

,9
59

17
,0

63
16

,9
83

3.
特
別
損
失
（
過
年
度
修
正
損
等
）

3,
23

9
78

4
1,

29
3

2,
64

4
2,

70
1

2,
70

1
2,

70
1

2,
70

1
2,

70
1

2,
70

1
2,

70
1

2,
70

1
2,

70
1

2,
70

1

7,
25

1,
56

4
7,

19
8,

18
8

7,
27

4,
15

4
7,

52
0,

45
3

7,
60

9,
76

5
8,

20
3,

14
9

8,
52

6,
24

6
8,

38
7,

30
2

8,
42

1,
68

4
8,

29
5,

49
2

8,
22

9,
06

5
8,

24
4,

52
4

8,
36

9,
47

3
8,

19
3,

24
4

28
8,

09
1

55
0,

72
3

12
8,

32
4

12
,2

36
15

4,
14

2
20

4,
17

4
12

1,
77

9
92

,0
48

45
,4

38
10

4,
21

3
10

9,
04

5
10

2,
70

2
14

,5
65

12
,8

70

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

収 益 的 収 ⽀ （ 税 抜 き ）

収 ⼊

⼩
計
　(

A)

⽀ 出

⼩
計
　(

B)

利
益
　(

C)
＝

(A
)－

(B
)

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

令
和
９
年
度

令
和

10
年
度

令
和

11
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

令
和

14
年
度

令
和
８
年
度

公共下⽔道事業 収益的収⽀
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公共下⽔道事業 資本的収⽀
　資

本
的
収
⽀

（
単
位
︓
千
円
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

予
算

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
企
業
債

1,
61

0,
00

0
1,

21
9,

90
0

1,
49

9,
40

0
3,

17
7,

70
0

1,
72

1,
00

0
1,

90
1,

90
0

1,
62

7,
30

0
3,

17
8,

00
0

2,
11

6,
90

0
1,

97
1,

60
0

1,
91

4,
50

0
1,

59
2,

80
0

1,
59

5,
40

0
1,

39
7,

50
0

2.
出
資
⾦

40
5,

19
9

13
5,

20
3

44
7,

79
6

44
8,

89
5

49
8,

93
0

65
,5

23
67

,9
54

68
,6

54
74

,9
34

76
,9

86
82

,3
27

83
,4

59
85

,3
79

87
,9

99

3.
補
助
⾦
（
国
県
補
助
⾦
）

1,
16

2,
83

0
92

6,
47

9
96

3,
38

8
1,

53
3,

40
0

1,
05

6,
85

0
99

3,
62

5
76

1,
97

5
1,

12
0,

65
5

1,
16

0,
00

5
1,

08
7,

95
5

1,
03

8,
95

5
69

2,
51

8
69

5,
38

0
52

6,
13

0

4.
受
益
者
負
担
⾦

14
9,

45
6

19
9,

05
6

11
1,

41
4

17
0,

73
6

18
0,

08
1

21
8,

29
9

74
,8

03
64

,2
27

11
9,

49
3

40
,9

15
28

,4
34

25
,5

91
23

,0
32

20
,7

29

5.
⼯
事
負
担
⾦

16
,2

46
95

,9
75

21
,8

38
17

,6
10

17
6,

40
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

6.
固
定
資
産
収
⼊

0
39

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3,
34

3,
73

1
2,

57
6,

65
2

3,
04

3,
83

6
5,

34
8,

34
1

3,
63

3,
26

1
3,

17
9,

34
7

2,
53

2,
03

2
4,

43
1,

53
6

3,
47

1,
33

2
3,

17
7,

45
6

3,
06

4,
21

6
2,

39
4,

36
8

2,
39

9,
19

1
2,

03
2,

35
8

1.
建
設
改
良
費

4,
58

8,
08

3
4,

01
6,

23
0

4,
26

5,
78

6
8,

39
2,

17
5

4,
92

5,
16

9
4,

25
2,

71
0

3,
64

1,
65

6
6,

40
8,

56
5

4,
36

0,
97

5
4,

15
7,

71
0

3,
99

9,
52

5
3,

30
8,

55
9

3,
35

1,
93

8
2,

91
9,

70
3

1)
管
渠
整
備
費

4,
45

7,
18

6
3,

78
9,

46
3

4,
08

0,
62

8
7,

96
8,

89
9

4,
11

2,
80

2
2,

69
0,

70
8

3,
11

5,
74

9
5,

74
4,

12
4

3,
67

6,
78

5
3,

42
0,

32
6

3,
18

4,
91

5
2,

56
9,

83
9

2,
76

9,
21

3
2,

65
2,

91
3

(1
)
⼈
件
費

22
3,

03
4

20
6,

54
2

20
9,

17
5

23
8,

11
2

22
5,

01
3

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

11
3,

89
2

(2
)
委
託
料

21
2,

97
9

30
7,

93
1

14
6,

30
8

15
5,

95
8

17
3,

07
9

36
3,

88
8

54
2,

58
2

15
1,

88
8

11
1,

88
8

18
1,

88
8

15
6,

88
8

13
1,

18
2

17
4,

88
8

11
1,

88
8

(3
)
補
償
費

31
1,

05
1

31
5,

65
0

38
3,

03
9

1,
28

7,
84

1
30

0,
47

0
1,

00
0

1,
00

0
23

8,
82

0
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0

(4
)
⼯
事
請
負
費

3,
65

6,
85

5
2,

92
6,

01
7

3,
31

9,
82

7
6,

24
8,

45
4

3,
37

9,
99

5
2,

17
5,

70
1

2,
43

9,
68

0
5,

22
2,

55
0

3,
42

4,
70

0
3,

10
7,

70
0

2,
89

7,
70

0
2,

30
8,

70
0

2,
46

4,
70

0
2,

41
1,

70
0

(5
)
⼟
地
購
⼊
費

0
0

0
46

2
16

5
0

0
16

5
0

0
0

0
0

0

(6
)
そ
の
他
管
渠
整
備
費

53
,2

67
33

,3
23

22
,2

79
38

,0
72

34
,0

80
36

,2
27

18
,5

95
16

,8
09

25
,3

05
15

,8
46

15
,4

35
15

,0
65

14
,7

33
14

,4
33

2)
ポ
ン
プ
場
整
備
費

18
,2

92
51

,9
27

23
,2

28
24

5,
61

1
61

4,
80

0
1,

35
8,

90
0

32
4,

00
0

46
1,

66
0

48
5,

36
0

53
4,

26
0

61
4,

26
0

53
7,

61
0

37
8,

16
0

64
,1

60

(1
)
委
託
料

18
,2

92
0

11
,1

50
21

0,
61

3
61

4,
80

0
1,

34
9,

90
0

31
6,

50
0

40
8,

50
0

43
2,

20
0

40
1,

10
0

40
1,

10
0

32
4,

45
0

32
5,

00
0

11
,0

00

(2
)
そ
の
他
整
備
費

0
51

,9
27

12
,0

78
34

,9
98

0
9,

00
0

7,
50

0
53

,1
60

53
,1

60
13

3,
16

0
21

3,
16

0
21

3,
16

0
53

,1
60

53
,1

60

3)
処
理
場
整
備
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(1
)
委
託
料

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
⼯
事
請
負
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)
そ
の
他
整
備
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4)
流
域
下
⽔
道
建
設
負
担
⾦

10
8,

20
5

17
0,

66
0

15
6,

37
5

14
3,

44
0

18
2,

80
0

18
3,

55
0

18
4,

31
0

18
5,

07
0

18
5,

83
0

18
6,

59
0

18
7,

35
0

18
8,

11
0

18
8,

87
0

18
9,

63
0

(1
)
負
担
⾦

10
8,

20
5

17
0,

66
0

15
6,

37
5

14
3,

44
0

18
2,

80
0

18
3,

55
0

18
4,

31
0

18
5,

07
0

18
5,

83
0

18
6,

59
0

18
7,

35
0

18
8,

11
0

18
8,

87
0

18
9,

63
0

5)
固
定
資
産
購
⼊
費

4,
40

0
4,

18
0

5,
55

5
34

,2
25

14
,7

67
19

,5
52

17
,5

97
17

,7
11

13
,0

00
16

,5
34

13
,0

00
13

,0
00

15
,6

95
13

,0
00

(1
)
機
械
及
び
装
置

4,
40

0
4,

18
0

2,
86

0
32

,3
73

13
,0

00
13

,0
00

13
,0

00
13

,0
00

13
,0

00
13

,0
00

13
,0

00
13

,0
00

13
,0

00
13

,0
00

(2
)
⾞
両
運
搬
具

0
0

0
1,

85
2

1,
76

7
6,

55
2

4,
59

7
2,

01
6

0
3,

53
4

0
0

0
0

(3
)
⼯
具
器
具
及
び
備
品

0
0

2,
69

5
0

0
0

0
2,

69
5

0
0

0
0

2,
69

5
0

2.
償
還
⾦

2,
66

6,
37

4
2,

56
4,

55
6

2,
45

2,
26

9
2,

34
0,

96
8

2,
24

0,
66

3
2,

16
6,

78
4

2,
07

9,
11

4
2,

02
0,

92
3

2,
26

7,
12

9
2,

22
8,

13
7

2,
27

3,
70

8
2,

34
7,

69
8

2,
41

4,
27

7
2,

57
9,

91
7

3.
国
庫
補
助
⾦
返
還
額

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7,
25

4,
45

7
6,

58
0,

78
6

6,
71

8,
05

5
10

,7
33

,1
43

7,
16

5,
83

2
6,

41
9,

49
4

5,
72

0,
77

0
8,

42
9,

48
8

6,
62

8,
10

4
6,

38
5,

84
7

6,
27

3,
23

3
5,

65
6,

25
7

5,
76

6,
21

5
5,

49
9,

62
0

△
 3

,9
10

,7
26

△
 4

,0
04

,1
34

△
 3

,6
74

,2
19

△
 5

,3
84

,8
02

△
 3

,5
32

,5
71

△
 3

,2
40

,1
47

△
 3

,1
88

,7
38

△
 3

,9
97

,9
52

△
 3

,1
56

,7
72

△
 3

,2
08

,3
91

△
 3

,2
09

,0
17

△
 3

,2
61

,8
89

△
 3

,3
67

,0
24

△
 3

,4
67

,2
62

　⼀
般
会
計
繰
⼊
⾦
　計

2,
59

3,
15

6
2,

30
4,

08
6

2,
52

7,
99

3
2,

59
5,

72
2

2,
70

6,
39

3
2,

71
9,

34
7

2,
90

9,
87

6
2,

74
2,

76
3

2,
75

4,
71

7
2,

71
4,

61
0

2,
68

3,
65

8
2,

72
8,

44
0

2,
77

4,
20

1
2,

69
8,

96
0

　内
部
留
保
資
⾦
（
年
度
末
残
⾼
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

当
初
予
算
（
繰
越
含
）

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
損
益
勘
定
留
保
資
⾦

2,
84

5,
96

8
2,

35
7,

51
9

2,
53

4,
75

7
1,

13
7,

09
8

1,
10

6,
97

6
1,

88
8,

13
6

2,
79

4,
55

9
3,

01
2,

61
6

3,
92

3,
87

6
4,

74
5,

90
6

5,
62

2,
69

5
6,

42
9,

88
7

7,
19

1,
22

0
7,

68
7,

46
2

2.
減
債
積
⽴
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.
そ
の
他

25
4,

16
6

28
2,

21
7

26
0,

48
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

4.
当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
⾦

28
8,

09
1

55
0,

72
3

12
8,

32
4

12
,2

36
15

4,
14

2
20

4,
17

4
12

1,
77

9
92

,0
48

45
,4

38
10

4,
21

3
10

9,
04

5
10

2,
70

2
14

,5
65

12
,8

70

3,
38

8,
22

5
3,

19
0,

45
9

2,
92

3,
56

1
1,

14
9,

33
4

1,
26

1,
11

8
2,

09
2,

31
0

2,
91

6,
33

8
3,

10
4,

66
4

3,
96

9,
31

4
4,

85
0,

11
9

5,
73

1,
74

0
6,

53
2,

58
9

7,
20

5,
78

5
7,

70
0,

33
2

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

資 本 的 収 ⽀ （ 税 込 み ）

収 ⼊

⼩
計
　(

D
)

⽀ 出

⼩
計
　(

E)

資
本
的
収
⽀
不
⾜
額
　(

F)
＝

(D
)－

(E
)

令
和
５
年
度

令
和

14
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

令
和

10
年
度

令
和
８
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

令
和

11
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

令
和

14
年
度

内
部
留
保
資
⾦
計

令
和
９
年
度

令
和

10
年
度

令
和

11
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度



53

特定環境保全公共下⽔道事業 収益的収⽀
　収

益
的
収
⽀

（
単
位
︓
千
円
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

予
算

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
営
業
収
益

93
,4

87
89

,2
09

85
,7

50
87

,0
25

94
,7

85
94

,7
85

94
,7

85
94

,7
85

94
,7

85
94

,7
85

94
,7

85
94

,7
85

94
,7

85
94

,7
85

(1
)
下
⽔
道
収
益

93
,4

87
89

,2
09

85
,7

50
87

,0
25

94
,7

85
94

,7
85

94
,7

85
94

,7
85

94
,7

85
94

,7
85

94
,7

85
94

,7
85

94
,7

85
94

,7
85

(2
)
他
会
計
負
担
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)
そ
の
他
営
業
収
益

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.
営
業
外
収
益

30
4,

63
9

29
8,

21
4

30
1,

80
4

30
8,

00
7

29
3,

13
0

29
7,

74
4

27
3,

52
0

28
5,

27
5

25
7,

57
7

24
5,

04
6

23
7,

29
9

22
6,

55
2

24
3,

67
0

26
4,

58
0

(1
)
受
取
利
息

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
他
会
計
負
担
⾦

19
1,

49
9

18
8,

31
7

18
7,

27
3

18
5,

63
9

18
2,

93
3

17
2,

75
3

17
0,

27
5

17
9,

41
2

17
9,

78
0

17
8,

78
9

16
7,

71
6

16
0,

51
7

15
9,

71
7

15
7,

66
9

(3
)
他
会
計
補
助
⾦

34
,1

00
35

,4
75

43
,6

87
51

,3
67

39
,8

98
60

,2
06

40
,1

49
52

,8
89

24
,8

18
13

,2
68

6,
60

8
6,

57
8

24
,3

64
48

,7
68

(4
)
国
庫
補
助
⾦

7,
40

0
3,

00
0

0
30

30
2,

23
0

2,
23

0
2,

23
0

2,
23

0
2,

23
0

2,
23

0
2,

23
0

2,
23

0
2,

23
0

(5
)
⻑
期
前
受
⾦
戻
⼊

71
,5

99
71

,4
10

70
,8

32
70

,9
45

70
,2

44
62

,5
30

60
,8

41
50

,7
19

50
,7

24
50

,7
34

60
,7

20
57

,2
02

57
,3

34
55

,8
88

(6
)
そ
の
他
営
業
外
収
益

41
12

12
26

25
25

25
25

25
25

25
25

25
25

3.
特
別
利
益

16
13

8
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

39
8,

14
2

38
7,

43
6

38
7,

56
2

39
5,

03
4

38
7,

91
7

39
2,

53
1

36
8,

30
7

38
0,

06
2

35
2,

36
4

33
9,

83
3

33
2,

08
6

32
1,

33
9

33
8,

45
7

35
9,

36
7

1.
営
業
費
⽤

36
0,

59
2

35
1,

81
2

35
6,

21
1

36
4,

09
8

36
1,

43
8

36
5,

47
1

34
4,

10
5

35
6,

27
2

33
2,

57
5

32
2,

69
0

31
6,

57
3

30
7,

39
8

32
5,

01
4

34
5,

19
6

(1
)
⼈
件
費

11
,5

24
11

,2
30

11
,2

80
11

,6
51

11
,2

97
11

,2
97

11
,2

97
11

,2
97

11
,2

97
11

,2
97

11
,2

97
11

,2
97

11
,2

97
11

,2
97

(2
)
委
託
料

92
,7

47
84

,3
62

82
,1

45
82

,7
07

79
,9

40
96

,5
35

60
,9

51
42

,9
97

42
,9

97
42

,9
97

42
,9

97
42

,9
97

42
,9

97
42

,9
97

(3
)
修
繕
費

3,
05

8
4,

84
5

6,
99

4
6,

37
9

7,
75

6
9,

93
6

20
,9

82
21

,9
36

24
,4

47
13

,9
49

6,
71

8
6,

71
8

23
,5

52
17

,1
69

(4
)
負
担
⾦

24
,2

68
22

,3
85

25
,0

88
26

,2
09

27
,9

82
27

,9
58

34
,3

78
34

,9
51

34
,9

21
34

,8
92

35
,4

63
35

,4
33

35
,4

03
35

,9
71

(5
)
減
価
償
却
費

22
8,

14
2

22
8,

05
3

22
6,

14
9

22
8,

17
9

22
8,

26
7

21
2,

89
3

20
9,

45
2

21
0,

34
6

21
2,

16
8

21
2,

81
0

21
3,

35
3

20
4,

20
8

20
5,

02
0

20
3,

01
7

(6
)
資
産
減
耗
費

0
0

3,
37

3
2,

44
4

1,
05

5
0

30
9

0
0

0
0

0
0

0

(7
)
受
託
事
業
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(7
)
⾬
⽔
施
設
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(8
)
そ
の
他
営
業
費
⽤

85
3

93
7

1,
18

2
6,

52
9

5,
14

1
6,

85
2

6,
73

6
34

,7
45

6,
74

5
6,

74
5

6,
74

5
6,

74
5

6,
74

5
34

,7
45

2.
営
業
外
費
⽤
（
⽀
払
利
息
等
）

37
,4

66
33

,9
60

31
,3

33
29

,2
70

26
,0

50
26

,6
31

23
,7

73
23

,3
61

19
,3

60
16

,7
14

15
,0

84
13

,5
12

13
,0

14
13

,7
42

(1
)
⽀
払
利
息

34
,9

56
31

,6
74

28
,5

83
25

,9
61

23
,8

55
22

,3
90

21
,3

55
19

,7
85

18
,3

36
16

,7
13

15
,0

83
13

,5
11

12
,0

31
10

,5
40

(2
)
雑
⽀
出

2,
51

0
2,

28
6

2,
75

0
3,

30
9

2,
19

5
4,

24
1

2,
41

8
3,

57
6

1,
02

4
1

1
1

98
3

3,
20

2

3.
特
別
損
失
（
過
年
度
修
正
損
等
）

84
1,

66
4

18
1,

66
6

42
9

42
9

42
9

42
9

42
9

42
9

42
9

42
9

42
9

42
9

39
8,

14
2

38
7,

43
6

38
7,

56
2

39
5,

03
4

38
7,

91
7

39
2,

53
1

36
8,

30
7

38
0,

06
2

35
2,

36
4

33
9,

83
3

33
2,

08
6

32
1,

33
9

33
8,

45
7

35
9,

36
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

令
和

14
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

令
和
９
年
度

令
和

10
年
度

令
和

11
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

令
和
８
年
度

収 益 的 収 ⽀ （ 税 抜 き ）

収 ⼊

⼩
計
　(

A)

⽀ 出

⼩
計
　(

B)

利
益
　(

C)
＝

(A
)－

(B
)

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度



54

特定環境保全公共下⽔道事業 資本的収⽀
　資

本
的
収
⽀

（
単
位
︓
千
円
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

予
算

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
企
業
債

0
0

0
0

40
,0

00
60

,0
00

4,
20

0
21

,0
00

0
0

0
4,

10
0

0
4,

90
0

2.
出
資
⾦

1,
46

3
1,

52
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.
補
助
⾦
（
国
県
補
助
⾦
）

2,
40

0
0

1,
00

0
35

0
32

,0
00

48
,0

00
0

0
0

0
0

3,
00

0
3,

70
0

5,
55

0

4.
受
益
者
負
担
⾦

10
,7

33
72

0
1,

30
8

57
0

53
0

53
0

53
0

53
0

53
0

53
0

53
0

53
0

53
0

53
0

5.
⼯
事
負
担
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6.
固
定
資
産
収
⼊

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

14
,5

96
2,

24
9

2,
30

8
92

0
72

,5
30

10
8,

53
0

4,
73

0
21

,5
30

53
0

53
0

53
0

7,
63

0
4,

23
0

10
,9

80

1.
建
設
改
良
費

26
,2

82
4,

10
9

42
,4

83
66

,0
15

11
0,

55
0

15
8,

75
0

34
,7

50
58

,7
50

28
,7

50
28

,7
50

28
,7

50
34

,7
50

36
,1

50
39

,8
50

1)
管
渠
整
備
費

19
,0

82
4,

10
9

33
,0

23
63

,0
35

10
3,

55
0

15
1,

75
0

21
,7

50
21

,7
50

21
,7

50
21

,7
50

21
,7

50
27

,7
50

21
,7

50
21

,7
50

(1
)
⼈
件
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
委
託
料

0
0

13
,3

30
25

,2
00

0
10

,0
00

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)
補
償
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(4
)
⼯
事
請
負
費

18
,4

22
3,

88
4

19
,3

36
35

,5
28

10
3,

32
5

14
1,

52
5

21
,5

25
21

,5
25

21
,5

25
21

,5
25

21
,5

25
27

,5
25

21
,5

25
21

,5
25

(5
)
⼟
地
購
⼊
費

0
0

0
12

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(6
)
そ
の
他
管
渠
整
備
費

66
0

22
5

35
7

2,
18

4
22

5
22

5
22

5
22

5
22

5
22

5
22

5
22

5
22

5
22

5

2)
ポ
ン
プ
場
整
備
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(1
)
委
託
料

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
そ
の
他
整
備
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3)
処
理
場
整
備
費

7,
20

0
0

0
1,

50
0

0
0

6,
00

0
30

,0
00

0
0

0
0

7,
40

0
11

,1
00

(1
)
委
託
料

7,
20

0
0

0
0

0
0

6,
00

0
30

,0
00

0
0

0
0

7,
40

0
11

,1
00

(2
)
⼯
事
請
負
費

0
0

0
1,

50
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)
そ
の
他
整
備
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4)
流
域
下
⽔
道
建
設
負
担
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(1
)
負
担
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5)
固
定
資
産
購
⼊
費

0
0

9,
46

0
1,

48
0

7,
00

0
7,

00
0

7,
00

0
7,

00
0

7,
00

0
7,

00
0

7,
00

0
7,

00
0

7,
00

0
7,

00
0

(1
)
機
械
及
び
装
置

0
0

9,
46

0
1,

48
0

7,
00

0
7,

00
0

7,
00

0
7,

00
0

7,
00

0
7,

00
0

7,
00

0
7,

00
0

7,
00

0
7,

00
0

(2
)
⾞
両
運
搬
具

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)
⼯
具
器
具
及
び
備
品

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.
償
還
⾦

13
7,

58
0

14
5,

35
2

14
2,

01
9

12
8,

03
7

12
2,

93
5

11
4,

96
1

11
6,

58
3

11
7,

19
4

11
6,

24
7

11
5,

18
6

11
7,

11
5

11
5,

89
9

11
6,

26
8

11
2,

41
4

3.
国
庫
補
助
⾦
返
還
額

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

16
3,

86
2

14
9,

46
1

18
4,

50
2

19
4,

05
2

23
3,

48
5

27
3,

71
1

15
1,

33
3

17
5,

94
4

14
4,

99
7

14
3,

93
6

14
5,

86
5

15
0,

64
9

15
2,

41
8

15
2,

26
4

△
 1

49
,2

66
△

 1
47

,2
12

△
 1

82
,1

94
△

 1
93

,1
32

△
 1

60
,9

55
△

 1
65

,1
81

△
 1

46
,6

03
△

 1
54

,4
14

△
 1

44
,4

67
△

 1
43

,4
06

△
 1

45
,3

35
△

 1
43

,0
19

△
 1

48
,1

88
△

 1
41

,2
84

　⼀
般
会
計
繰
⼊
⾦
　計

22
7,

06
2

22
5,

32
1

23
0,

96
0

23
7,

00
6

22
2,

83
1

23
2,

95
9

21
0,

42
4

23
2,

30
1

20
4,

59
8

19
2,

05
7

17
4,

32
4

16
7,

09
5

18
4,

08
1

20
6,

43
7

　内
部
留
保
資
⾦
（
年
度
末
残
⾼
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

当
初
予
算
（
繰
越
含
）

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
損
益
勘
定
留
保
資
⾦

20
1,

02
6

21
0,

76
2

19
0,

90
6

16
3,

35
0

16
8,

56
6

16
3,

76
8

16
9,

19
6

17
9,

70
2

19
9,

24
4

22
0,

47
9

23
0,

34
2

23
7,

16
7

23
9,

56
7

24
8,

48
2

2.
減
債
積
⽴
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.
そ
の
他

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.
当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20
1,

02
6

21
0,

76
2

19
0,

90
6

16
3,

35
0

16
8,

56
6

16
3,

76
8

16
9,

19
6

17
9,

70
2

19
9,

24
4

22
0,

47
9

23
0,

34
2

23
7,

16
7

23
9,

56
7

24
8,

48
2

内
部
留
保
資
⾦
計

令
和
９
年
度

令
和

10
年
度

令
和

11
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

令
和

11
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

令
和

14
年
度

令
和

14
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

資 本 的 収 ⽀ （ 税 込 み ）

収 ⼊

⼩
計
　(

D
)

⽀ 出

⼩
計
　(

E)

資
本
的
収
⽀
不
⾜
額
　(

F)
＝

(D
)－

(E
)

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和

10
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度
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農業集落排⽔事業 収益的収⽀
　収

益
的
収
⽀

（
単
位
︓
千
円
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

予
算

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
営
業
収
益

88
,9

29
84

,8
02

87
,9

88
81

,6
58

87
,5

23
86

,6
80

36
,8

50
21

,4
90

21
,2

84
21

,0
79

20
,8

76
20

,6
74

20
,4

75
20

,2
78

(1
)
下
⽔
道
収
益

88
,9

29
84

,8
02

87
,9

88
81

,6
58

87
,5

23
86

,6
80

36
,8

50
21

,4
90

21
,2

84
21

,0
79

20
,8

76
20

,6
74

20
,4

75
20

,2
78

(2
)
他
会
計
負
担
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)
そ
の
他
営
業
収
益

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.
営
業
外
収
益

25
7,

94
3

26
0,

64
5

27
6,

59
2

26
2,

49
3

27
4,

92
8

29
8,

73
4

32
3,

72
2

27
5,

22
1

26
2,

31
5

23
1,

20
1

21
0,

66
0

21
0,

99
6

25
9,

43
7

24
1,

28
2

(1
)
受
取
利
息

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
他
会
計
負
担
⾦

83
,1

32
81

,4
18

77
,8

46
73

,0
21

78
,3

63
81

,3
73

53
,0

43
47

,1
53

48
,3

31
48

,0
20

47
,9

89
48

,1
03

48
,0

97
48

,0
17

(3
)
他
会
計
補
助
⾦

64
,6

40
69

,7
17

89
,6

25
76

,3
15

86
,8

48
10

5,
25

3
19

2,
44

1
15

2,
88

2
14

2,
72

0
11

1,
23

0
90

,7
40

90
,9

62
13

9,
41

2
12

1,
33

8

(4
)
国
庫
補
助
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(5
)
⻑
期
前
受
⾦
戻
⼊

11
0,

16
3

10
9,

50
3

10
9,

11
3

11
3,

13
0

10
9,

69
0

11
2,

08
1

78
,2

11
75

,1
59

71
,2

37
71

,9
24

71
,9

04
71

,9
04

71
,9

01
71

,9
00

(6
)
そ
の
他
営
業
外
収
益

8
7

8
27

27
27

27
27

27
27

27
27

27
27

3.
特
別
利
益

36
36

33
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

34
6,

90
8

34
5,

48
3

36
4,

61
3

34
4,

15
3

36
2,

45
3

38
5,

41
6

36
0,

57
4

29
6,

71
3

28
3,

60
1

25
2,

28
2

23
1,

53
8

23
1,

67
2

27
9,

91
4

26
1,

56
2

1.
営
業
費
⽤

33
2,

58
5

33
3,

48
1

35
2,

76
7

33
5,

30
1

35
4,

21
5

37
5,

86
1

34
3,

30
0

28
2,

31
6

26
9,

53
1

24
1,

05
6

22
2,

30
4

22
2,

59
3

26
6,

64
4

25
0,

22
4

(1
)
⼈
件
費

26
,0

55
30

,4
85

28
,2

15
29

,1
40

31
,5

28
31

,5
28

31
,5

28
31

,5
28

31
,5

28
31

,5
28

31
,5

28
31

,5
28

31
,5

28
31

,5
28

(2
)
委
託
料

11
6,

01
2

11
1,

09
2

13
3,

42
5

11
4,

49
5

11
5,

86
1

12
8,

34
8

11
9,

44
6

78
,9

00
62

,9
17

61
,4

29
61

,4
29

61
,4

29
61

,4
29

61
,4

29

(3
)
修
繕
費

2,
94

4
5,

77
8

6,
89

8
4,

81
8

14
,3

32
20

,0
79

59
,9

63
49

,8
05

56
,3

44
29

,0
00

10
,1

69
10

,1
69

54
,0

16
37

,3
88

(4
)
負
担
⾦

2,
94

8
3,

09
5

3,
02

8
3,

63
0

3,
11

7
3,

11
7

1,
70

3
1,

19
6

1,
19

6
1,

19
6

1,
19

6
1,

19
6

1,
19

6
1,

19
6

(5
)
減
価
償
却
費

18
2,

53
0

18
0,

75
9

18
0,

02
9

18
0,

10
2

18
2,

72
8

19
0,

54
7

12
8,

55
4

10
7,

39
4

11
5,

29
3

11
6,

14
0

11
6,

21
9

11
6,

50
8

11
6,

71
2

11
6,

92
0

(6
)
資
産
減
耗
費

0
1,

77
0

72
4

1,
66

0
2,

29
1

23
1

23
1

11
,7

30
49

0
0

0
0

0
0

(7
)
受
託
事
業
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(7
)
⾬
⽔
施
設
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(8
)
そ
の
他
営
業
費
⽤

2,
09

6
50

2
44

8
1,

45
6

4,
35

8
2,

01
1

1,
87

5
1,

76
3

1,
76

3
1,

76
3

1,
76

3
1,

76
3

1,
76

3
1,

76
3

2.
営
業
外
費
⽤
（
⽀
払
利
息
等
）

14
,2

74
11

,9
39

11
,7

95
8,

66
0

8,
04

6
9,

36
3

17
,0

82
14

,2
05

13
,8

78
11

,0
34

9,
04

2
8,

88
7

13
,0

78
11

,1
46

(1
)
⽀
払
利
息

10
,7

65
8,

39
2

6,
20

6
4,

38
9

3,
03

4
2,

67
6

2,
46

9
3,

18
8

3,
78

5
3,

80
4

3,
67

4
3,

49
9

3,
28

6
2,

99
7

(2
)
雑
⽀
出

3,
50

9
3,

54
7

5,
58

9
4,

27
1

5,
01

2
6,

68
7

14
,6

13
11

,0
17

10
,0

93
7,

23
0

5,
36

8
5,

38
8

9,
79

2
8,

14
9

3.
特
別
損
失
（
過
年
度
修
正
損
等
）

49
63

51
19

2
19

2
19

2
19

2
19

2
19

2
19

2
19

2
19

2
19

2
19

2

34
6,

90
8

34
5,

48
3

36
4,

61
3

34
4,

15
3

36
2,

45
3

38
5,

41
6

36
0,

57
4

29
6,

71
3

28
3,

60
1

25
2,

28
2

23
1,

53
8

23
1,

67
2

27
9,

91
4

26
1,

56
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

令
和

14
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

令
和
９
年
度

令
和

10
年
度

令
和

11
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

令
和
８
年
度

収 益 的 収 ⽀ （ 税 抜 き ）

収 ⼊

⼩
計
　(

A)

⽀ 出

⼩
計
　(

B)

利
益
　(

C)
＝

(A
)－

(B
)

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度
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農業集落排⽔事業 資本的収⽀
　資

本
的
収
⽀

（
単
位
︓
千
円
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

予
算

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
企
業
債

0
0

0
0

75
,7

00
91

,3
00

91
,3

00
79

,8
00

17
,8

00
0

0
0

0
0

2.
出
資
⾦

3,
33

8
3,

26
8

2,
20

4
1,

10
5

1,
07

0
64

9
20

9
94

96
65

66
0

0
0

3.
補
助
⾦
（
国
県
補
助
⾦
）

0
7,

04
0

4,
49

6
39

,4
53

10
6,

50
0

10
6,

50
0

10
6,

50
0

10
6,

50
0

30
,8

85
0

0
0

0
0

4.
受
益
者
負
担
⾦

8,
98

1
2,

34
5

1,
82

2
1,

34
0

2,
14

5
2,

14
5

0
0

0
0

0
0

0
0

5.
⼯
事
負
担
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6.
固
定
資
産
収
⼊

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12
,3

19
12

,6
53

8,
52

2
41

,8
98

18
5,

41
5

20
0,

59
4

19
8,

00
9

18
6,

39
4

48
,7

81
65

66
0

0
0

1.
建
設
改
良
費

4,
16

1
22

,3
43

18
,7

33
13

3,
24

5
22

6,
84

3
23

7,
39

2
23

5,
35

8
21

7,
64

3
60

,2
55

7,
46

5
7,

46
5

7,
46

5
7,

46
5

7,
46

5

1)
管
渠
整
備
費

3,
75

4
10

,7
93

18
,7

33
11

7,
17

3
20

4,
58

0
22

,9
80

18
,9

30
1,

21
5

54
,0

05
1,

21
5

1,
21

5
1,

21
5

1,
21

5
1,

21
5

(1
)
⼈
件
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
委
託
料

0
7,

86
4

7,
68

0
73

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(3
)
補
償
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(4
)
⼯
事
請
負
費

3,
29

7
2,

66
4

10
,8

87
11

6,
28

2
20

4,
58

0
22

,9
80

18
,9

30
1,

21
5

54
,0

05
1,

21
5

1,
21

5
1,

21
5

1,
21

5
1,

21
5

(5
)
⼟
地
購
⼊
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(6
)
そ
の
他
管
渠
整
備
費

45
7

26
5

16
6

15
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2)
ポ
ン
プ
場
整
備
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(1
)
委
託
料

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
そ
の
他
整
備
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3)
処
理
場
整
備
費

0
11

,0
00

0
13

,8
42

16
,0

13
20

8,
16

2
20

8,
16

2
20

8,
16

2
0

0
0

0
0

0

(1
)
委
託
料

0
11

,0
00

0
12

,3
42

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
⼯
事
請
負
費

0
0

0
1,

50
0

16
,0

13
20

8,
16

2
20

8,
16

2
20

8,
16

2
0

0
0

0
0

0

(3
)
そ
の
他
整
備
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4)
流
域
下
⽔
道
建
設
負
担
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(1
)
負
担
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5)
固
定
資
産
購
⼊
費

40
7

55
0

0
2,

23
0

6,
25

0
6,

25
0

8,
26

6
8,

26
6

6,
25

0
6,

25
0

6,
25

0
6,

25
0

6,
25

0
6,

25
0

(1
)
機
械
及
び
装
置

40
7

55
0

0
2,

23
0

6,
25

0
6,

25
0

6,
25

0
6,

25
0

6,
25

0
6,

25
0

6,
25

0
6,

25
0

6,
25

0
6,

25
0

(2
)
⾞
両
運
搬
具

0
0

0
0

0
0

2,
01

6
2,

01
6

0
0

0
0

0
0

(3
)
⼯
具
器
具
及
び
備
品

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.
償
還
⾦

78
,6

52
76

,5
08

69
,4

03
57

,3
85

47
,8

31
40

,2
04

10
,3

97
11

,2
52

11
,8

88
7,

73
0

12
,2

70
17

,9
97

26
,0

80
32

,9
48

3.
国
庫
補
助
⾦
返
還
額

0
0

0
0

0
0

76
,0

00
30

,0
00

0
0

0
0

0
0

82
,8

13
98

,8
51

88
,1

36
19

0,
63

0
27

4,
67

4
27

7,
59

6
32

1,
75

5
25

8,
89

5
72

,1
43

15
,1

95
19

,7
35

25
,4

62
33

,5
45

40
,4

13

△
 7

0,
49

4
△

 8
6,

19
8

△
 7

9,
61

4
△

 1
48

,7
32

△
 8

9,
25

9
△

 7
7,

00
2

△
 1

23
,7

46
△

 7
2,

50
1

△
 2

3,
36

2
△

 1
5,

13
0

△
 1

9,
66

9
△

 2
5,

46
2

△
 3

3,
54

5
△

 4
0,

41
3

　⼀
般
会
計
繰
⼊
⾦
　計

15
1,

11
0

15
4,

40
3

16
9,

67
5

15
0,

44
1

16
6,

28
1

18
7,

27
5

24
5,

69
3

20
0,

12
9

19
1,

14
7

15
9,

31
5

13
8,

79
5

13
9,

06
5

18
7,

50
9

16
9,

35
5

　内
部
留
保
資
⾦
（
年
度
末
残
⾼
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

当
初
予
算
（
繰
越
含
）

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
損
益
勘
定
留
保
資
⾦

22
5,

36
4

21
3,

36
8

20
6,

52
3

13
4,

81
4

13
1,

62
9

14
5,

02
8

83
,5

70
65

,1
38

88
,9

92
11

8,
75

7
14

4,
08

2
16

3,
90

3
17

5,
84

8
18

1,
13

4

2.
減
債
積
⽴
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.
そ
の
他

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.
当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

22
5,

36
4

21
3,

36
8

20
6,

52
3

13
4,

81
4

13
1,

62
9

14
5,

02
8

83
,5

70
65

,1
38

88
,9

92
11

8,
75

7
14

4,
08

2
16

3,
90

3
17

5,
84

8
18

1,
13

4
内
部
留
保
資
⾦
計

令
和
９
年
度

令
和

10
年
度

令
和

11
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

令
和

11
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

令
和

14
年
度

令
和

14
年
度

令
和

15
年
度

令
和

16
年
度

令
和

12
年
度

令
和

13
年
度

資 本 的 収 ⽀ （ 税 込 み ）

収 ⼊

⼩
計
　(

D
)

⽀ 出

⼩
計
　(

E)

資
本
的
収
⽀
不
⾜
額
　(

F)
＝

(D
)－

(E
)

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和

10
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度
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地域下⽔道事業 収益的収⽀
　収

益
的
収
⽀

（
単
位
︓
千
円
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬

決
算

決
算

決
算

予
算

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

計
画

1.
営
業
収
益

8,
26

4
8,

09
9

7,
82

2
7,

82
0

8,
24

4
8,

12
8

8,
01

3
7,

90
0

7,
78

8
7,

67
9

1,
62

1
1,

59
9

1,
57

7
1,

55
4

(1
)
下
⽔
道
収
益

8,
26

4
8,

09
9

7,
82

2
7,

82
0

8,
24

4
8,

12
8

8,
01

3
7,

90
0

7,
78

8
7,

67
9

1,
62

1
1,

59
9

1,
57

7
1,

55
4

(2
)
他
会
計
負
担
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)
そ
の
他
営
業
収
益

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.
営
業
外
収
益

40
,1

18
41

,0
53

38
,4

00
52

,5
62

39
,1

00
40

,8
55

51
,4

31
52

,2
94

55
,8

63
55

,2
10

35
,4

27
18

,7
17

26
,8

70
23

,6
51

(1
)
受
取
利
息

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
他
会
計
負
担
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)
他
会
計
補
助
⾦

37
,5

74
38

,5
09

35
,8

56
50

,0
00

36
,5

36
38

,2
91

48
,8

67
49

,7
30

53
,2

99
53

,8
76

34
,1

74
17

,4
64

25
,6

17
22

,3
98

(4
)
国
庫
補
助
⾦

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(5
)
⻑
期
前
受
⾦
戻
⼊

2,
54

2
2,

54
2

2,
54

2
2,

54
0

2,
54

2
2,

54
2

2,
54

2
2,

54
2

2,
54

2
1,

31
2

1,
23

1
1,

23
1

1,
23

1
1,

23
1

(6
)
そ
の
他
営
業
外
収
益

2
2

2
22

22
22

22
22

22
22

22
22

22
22

3.
特
別
利
益

2
0

0
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

48
,3

84
49

,1
52

46
,2

22
60

,3
84

47
,3

46
48

,9
85

59
,4

46
60

,1
96

63
,6

53
62

,8
91

37
,0

50
20

,3
18

28
,4

49
25

,2
07

1.
営
業
費
⽤

45
,5

36
46

,2
02

43
,4

89
56

,3
76

44
,5

49
46

,0
40

55
,5

61
56

,2
33

59
,3

78
58

,3
89

34
,4

84
19

,2
83

26
,6

29
23

,6
81

(1
)
⼈
件
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
委
託
料

34
,0

33
33

,1
00

33
,4

89
34

,1
46

33
,1

47
33

,1
68

33
,1

68
33

,1
68

34
,4

25
43

,9
08

24
,5

26
9,

18
9

9,
18

9
9,

18
9

(3
)
修
繕
費

2,
22

4
4,

20
2

86
8

11
,2

44
2,

26
1

3,
25

2
12

,5
46

13
,2

12
14

,9
64

7,
63

9
1,

82
4

1,
82

4
9,

65
4

6,
68

5

(4
)
負
担
⾦

28
9

28
6

28
2

33
1

28
8

28
8

28
8

28
8

28
8

28
8

70
70

70
70

(5
)
減
価
償
却
費

8,
73

0
8,

51
6

8,
25

0
8,

26
2

8,
35

1
8,

48
7

8,
71

4
8,

72
0

8,
85

6
5,

70
9

7,
21

9
7,

35
5

6,
87

1
6,

89
2

(6
)
資
産
減
耗
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(7
)
受
託
事
業
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(7
)
⾬
⽔
施
設
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(8
)
そ
の
他
営
業
費
⽤

26
0

98
60

0
2,

39
3

50
2

84
5

84
5

84
5

84
5

84
5

84
5

84
5

84
5

84
5

2.
営
業
外
費
⽤
（
⽀
払
利
息
等
）

2,
84

7
2,

95
0

2,
73

3
4,

00
5

2,
79

5
2,

94
3

3,
88

3
3,

96
1

4,
27

3
4,

50
0

2,
56

4
1,

03
3

1,
81

8
1,

52
4

(1
)
⽀
払
利
息

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)
雑
⽀
出

2,
84

7
2,

95
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地域下⽔道事業 資本的収⽀
　資

本
的
収
⽀

（
単
位
︓
千
円
）

年
　　
　　
度
　

　種
　　
　　
⽬
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算

決
算

決
算
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画
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画
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画
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⾦
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⾦
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3.5 投資・財政計画（収⽀計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要
（1）今後の投資についての考え⽅・検討状況
ア 広域化・共同化・最適化に関する事項

下⽔道事業を取り巻く経営環境は厳しさを増す中で持続可能な下⽔道サービスを提供してい
くためには、将来の⼈⼝減少や汚⽔処理量の変化の動向を注視し、施設規模を適正化していく
必要がある。今後、施設の新設、更新時には汚⽔処理量に即した能⼒規模や構造（ダウンサイ
ジング）とする必要がある。
また、地形的に流域下⽔道への接続が困難な施設については、費⽤対効果の視点から処理施

設の統合など最適な汚⽔処理⼿法を検討していく。
そのほか、愛知県主導による⻄三河地域での県と市町等の上下⽔道事業の⼀本化が検討され

ている。検討の動向を踏まえ、適切に対応していく。

イ ⺠間活⼒の活⽤に関する事項
将来的に下⽔道施設の更新需要が⾼まっていく⼀⽅で、⼈⼝減少にともなう下⽔道使⽤料の

減少や下⽔道職員・技術⼒が減少していくことが懸念される。事業を継続するためには効率的
な整備⼿法の導⼊の検討が必要である。
こうした状況に対応するため、さらなる官⺠連携による⺠間活⼒の活⽤が期待される。令和

9 年度以降の汚⽔管の改築に当たっては、社会資本整備総合交付⾦の交付にウォーターＰＰＰ
の導⼊が要件化されており、ウォーターＰＰＰの導⼊の検討は必須の状況である。
職員として保持すべき技術や知識の承継を図りながら、⺠間活⼒を有効に活⽤する⼿法を検

討していく。

（2）今後の財源についての考え⽅・検討状況
使⽤料の⾒直しに関する事項

令和 7年度から令和 10年度を使⽤料算定期間として使⽤料のありかたについて検討を⾏い、
令和 7年度から下⽔道使⽤料の改定を決定している。今回の改定で経費回収率の改善は⾒込ま
れるが、汚⽔費⽤のすべてを受益者からの使⽤料で賄える⽔準には⾄らない。
独⽴採算制の原則から、受益に応じた使⽤者負担を求めることが必要である。安定的な健全

経営と公益性のバランスを考慮しながら、今後も引き続き適正な下⽔道使⽤料のあり⽅を検討
していく。

（3）今後の社会課題等に対する取組の考え⽅・検討状況
デジタル技術は、現代の業務運営において業務の効率化、経費削減、そして住⺠サービスの

向上に効果的な⼿法である。申請のペーパーレス化など利⽤者の利便性向上を図る取組を検討
する。また、デジタル技術による使⽤⽔量の分析により、適正な下⽔道使⽤料の検討や施設規
模の適正化に活⽤する⼿法を検証する。
また、環境配慮の取組については、エネルギー利⽤の省⼒化につながる施設の最適化を図る

ため、広域化による施設の統合等を検討する。
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今後もＤＸ、ＧＸの取組を推進し、下⽔道の持続と進化を図ることで、将来にわたって安全
で快適な⽣活環境の実現を⽬指していく。
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【参考】下⽔道事業経営⽐較分析表（経営の健全性・効率性、⽼朽化の状況）
本市の下⽔道事業の経営や施設の状況等について指標を⽤いて経年的に⽰す。

（1）4事業合計
 本市の下⽔道事業会計で運営している４つの事業（公共下⽔道事業、特定環境保全公共下⽔道、
農業集落排⽔及び地域下⽔道）の合計
ア 経営の健全性・効率性

●経常収⽀⽐率は、ここ数年減少傾向である。
●数値は 100％を上回っており、健全性が確保できている。

●累積⽋損⾦は、発⽣しておらず健全性は確保できている。

●流動⽐率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
●数値は 100％を上回っており、短期的な⽀払能⼒は確保さ
れている。

●企業債残⾼対事業規模⽐率は、ここ数年減少傾向である。
●これは新規借⼊が減少し、償還が進んでいるためである。

●経費回収率は、ここ数年減少傾向である。
●これは、下⽔道使⽤料の減少や経費の増加のためである。

●経費回収率（分流式下⽔道等に要する経費は汚⽔処理費に含
まない。）は、ほぼ横ばいである。

●なお、下⽔道使⽤料及び経費の増減があっても、不⾜する下
⽔道使⽤料の⼀部が⼀般会計の負担となるため、影響が緩
和される。

累積⽋損⾦は発⽣していない

ア-⑤ 経費回収率（円）【↓】ア-⑤ 経費回収率（円）【↑】
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●汚⽔処理原価は、ここ数年増加傾向である。
●これは、経費が増加しているためである。

●汚⽔処理原価（分流式下⽔道等に要する経費は汚⽔処理費に
含まない。）は、ほぼ横ばいである。

●なお、経費の増減があっても、経費の⼀部が⼀般会計の負担
となるため、影響が緩和される。

●施設利⽤率は、ここ数年ほぼ横ばいである。 ●⽔洗化率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
●これは、下⽔道整備の時期と接続のタイミングが異なるから
である。

※図中、【↑】は上昇したほうが望ましい指標、【↓】は減少したほうが望ましい指標であることを⽰す。

「経費回収率」と「汚⽔処理原価」の算出に⽤いる「汚⽔処理費」は、その⼀部である「分流式
下⽔道等に要する経費」を⼀般会計が負担するものとされる。「経費回収率(ア-⑤)」と「汚⽔処
理原価(ア-⑥)」は、表を⼆つ掲載しているが、これらの違いは、左表が汚⽔処理費に「分流式下
⽔道等に要する経費」を含まない場合、右表が含む場合である。総務省が集計する地⽅公営企業
決算状況から作成される統計では、「分流式下⽔道等に要する経費」を含まない数値で指標は⽰
される。
※地域下⽔道事業は、統計では下⽔道事業に該当せず、「分流式下⽔道等に要する経費」が⼀
般会計が負担する経費とされていない。

ア-⑤ 汚⽔処理原価（円） 【↓】
ア-⑥ 汚⽔処理原価（円）【↓】
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イ ⽼朽化の状況 

●年々、⽼朽化が進んでいるが、法定耐⽤年数を経過した管路

は⽐較的少ない。

（2）公共下⽔道事業
ア 経営の健全性・効率性

●経常収⽀⽐率は、ここ数年減少傾向である。
●数値は 100％を上回っており、健全性が確保できている。

●累積⽋損⾦は、発⽣しておらず健全性は確保できている。

●流動⽐率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
●数値は 100％を上回っており、短期的な⽀払能⼒は確保さ
れている。

●企業債残⾼対事業規模⽐率は、ここ数年減少傾向である。
●これは新規借⼊が減少し、償還が進んでいるためである。

累積⽋損⾦は発⽣していない
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●経費回収率は、ここ数年減少傾向である。
●これは、下⽔道使⽤料の減少や経費の増加のためである。

●経費回収率（分流式下⽔道等に要する経費は汚⽔処理費に含
まない。）は、ほぼ横ばいである。

●なお、下⽔道使⽤料及び経費の増減があっても、不⾜する下
⽔道使⽤料の⼀部が⼀般会計の負担となるため、影響が緩
和される。

●汚⽔処理原価は、ここ数年増加傾向である。
●これは、経費が増加しているためである。

●汚⽔処理原価（分流式下⽔道等に要する経費は汚⽔処理費に
含まない。）は、ほぼ横ばいである。

●なお、経費の増減があっても、経費の⼀部が⼀般会計の負担
となるため、影響が緩和される。

●公共下⽔道事業は処理場を有していないため、対象施設な
し。

●⽔洗化率は、ここ数年減少傾向である。
●これは、下⽔道整備の時期と接続のタイミングが異なるから
である。

※図中、【↑】は上昇したほうが望ましい指標、【↓】は減少したほうが望ましい指標であることを⽰す。
※総務省が処理区域内⼈⼝、処理区域内⼈⼝密度区分、供⽤開始後年数別区分を基に分類した類似団体の平均値を掲載

(類似団体の数は、事業及び年度により異なる。)。

Ｒ01 Ｒ02 Ｒ03 Ｒ04 Ｒ05

豊田市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 61.32 61.70 63.04 60.55 61.49
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1-⑦ 施設利⽤率（％） 【↑】
（晴天時⼀⽇平均処理⽔量÷晴天時現在処理能⼒）×100

ア-⑦ 施設利⽤率（％）【↑】
（晴天時⼀⽇平均処理⽔量÷晴天時現在処理能⼒）×100

Ｒ01 Ｒ02 Ｒ03 Ｒ04 Ｒ05

豊田市 94.49 94.31 94.33 94.13 94.14

平均値 94.58 94.56 94.75 94.92 95.01
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ア-⑧ ⽔洗化率（％）【↑】
（現在⽔洗便所設置済⼈⼝÷現在処理区域内⼈⼝）×100

ア-⑤ 経費回収率（円）【↓】

ア-⑤ 汚⽔処理原価（円）【↓】

ア-⑤ 経費回収率（円）【↑】

ア-⑥ 汚⽔処理原価（円）【↓】

- - - - -
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イ ⽼朽化の状況

※総務省が処理区域内⼈⼝、処理区域内⼈⼝密度区分、供⽤開始後年数別区分を基に分類した類似団体の平均値を掲載
(類似団体の数は、事業及び年度により異なる。)。

（3）特定環境保全公共下⽔道事業
ア 経営の健全性・効率性

●経常収⽀⽐率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
●数値は 100％を上回っており、健全性が確保できている。

●累積⽋損⾦は、発⽣しておらず健全性は確保できている。

●流動⽐率は、ここ数年増加傾向である。
●数値は 100％を上回っており、短期的な⽀払能⼒は確保さ
れている。

●企業債残⾼対事業規模⽐率は、ここ数年減少傾向である。
●これは新規借⼊がなく、償還が進んでいるためである。

●年々、⽼朽化が進んでいるが、法定耐⽤年数を経過した管

路は⽐較的少ない。

累積⽋損⾦は発⽣していない
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●経費回収率は、ここ数年増加傾向である。
●規模的優位性を⽣かせる公共と⽐較すると、処理区域内⼈⼝
が少なく低い⽔準にある。

●経費回収率（分流式下⽔道等に要する経費は汚⽔処理費に含
まない。）は、ここ数年増加傾向である。

●規模的優位性を⽣かせる公共と⽐較すると、処理区域内⼈⼝
が少なく低い⽔準にある。

●なお、下⽔道使⽤料及び経費の増減があっても、不⾜する下
⽔道使⽤料の⼀部が⼀般会計の負担となるため、影響が緩
和される。

●汚⽔処理原価は、ここ数年減少傾向である。
●規模的優位性を⽣かせる公共と⽐較すると、処理区域内⼈⼝
が少なく⾼い⽔準にある。

●汚⽔処理原価（分流式下⽔道等に要する経費は汚⽔処理費に
含まない。）は、ここ数年減少傾向である。

●規模的優位性を⽣かせる公共と⽐較すると、処理区域内⼈⼝
が少なく⾼い⽔準にある。

●なお、経費の増減があっても、経費の⼀部が⼀般会計の負担
となるため、影響が緩和される。

●施設利⽤率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
※対象施設︓鞍ケ池浄化センター、あすけ⽔の館

●⽔洗化率は、ここ数年増加傾向である。
●これは、新規接続が進んでいるためである。

※図中、【↑】は上昇したほうが望ましい指標、【↓】は減少したほうが望ましい指標であることを⽰す。
※総務省が処理区域内⼈⼝、処理区域内⼈⼝密度区分、供⽤開始後年数別区分を基に分類した類似団体の平均値を掲載

(類似団体の数は、事業及び年度により異なる。)。

ア-⑤ 経費回収率（円）【↓】

ア-⑤ 汚⽔処理原価（円）【↓】

ア-⑤ 経費回収率（円）【↑】

ア-⑥ 汚⽔処理原価（円）【↓】
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イ ⽼朽化の状況

※総務省が処理区域内⼈⼝、処理区域内⼈⼝密度区分、供⽤開始後年数別区分を基に分類した類似団体の平均値を掲載
(類似団体の数は、事業及び年度により異なる。)。

（4）農業集落排⽔事業
ア 経営の健全性・効率性

●経常収⽀⽐率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
●数値は 100％を上回っており、健全性が確保できている。

●累積⽋損⾦は、発⽣しておらず健全性は確保できている。

●⽼朽化は進⾏しているものの、法定耐⽤年数を経過した管路

は⽐較的少ない。

累積⽋損⾦は発⽣していない
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●流動⽐率は、ここ数年増加傾向である。
●数値は 100％を上回っており、短期的な⽀払能⼒は確保さ
れている。

●企業債残⾼対事業規模⽐率は、ここ数年減少傾向である。
●これは新規借⼊がなく、償還が進んでいるためである。

●経費回収率は、ここ数年減少傾向である。
●規模的優位性を⽣かせる公共と⽐較すると、処理区域内⼈⼝
が少なく低い⽔準にある。

●経費回収率（分流式下⽔道等に要する経費は汚⽔処理費に含
まない。）は、ここ数年減少傾向である。

●規模的優位性を⽣かせる公共と⽐較すると、処理区域内⼈⼝
が少なく低い⽔準にある。

●なお、下⽔道使⽤料及び経費の増減があっても、不⾜する下
⽔道使⽤料の⼀部が⼀般会計の負担となるため、影響が緩
和される。

●汚⽔処理原価は、ここ数年増加傾向である。
●規模的優位性を⽣かせる公共と⽐較すると、処理区域内⼈⼝
が少なく⾼い⽔準にある。

●汚⽔処理原価（分流式下⽔道等に要する経費は汚⽔処理費に
含まない。）は、ここ数年増加傾向である。

●規模的優位性を⽣かせる公共と⽐較すると、処理区域内⼈⼝
が少なく⾼い⽔準にある。

●なお、経費の増減があっても、経費の⼀部が⼀般会計の負担
となるため、影響が緩和される。

ア-⑤ 経費回収率（円）【↓】

ア-⑥ 汚⽔処理原価（円）【↓】

ア-⑤ 経費回収率（円）【↑】

ア-⑥ 汚⽔処理原価（円）【↓】
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●施設利⽤率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
※対象施設︓御船浄化センター、⾼岡中部浄化センター、稲武
中部クリーンセンター、稲武野⼊クリーンセンター

●⽔洗化率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
●これは、下⽔道整備が完了して年⽉が経過しており、新規接
続が少ないためである。

●令和 5 年度の数値は、⼤規模な新規接続があったためであ
る。

※図中、【↑】は上昇したほうが望ましい指標、【↓】は減少したほうが望ましい指標であることを⽰す。
※総務省が処理区域内⼈⼝、処理区域内⼈⼝密度区分、供⽤開始後年数別区分を基に分類した類似団体の平均値を掲載

(類似団体の数は、事業及び年度により異なる。)。

イ ⽼朽化の状況

●⽼朽化は進⾏しているものの、法定耐⽤年数を経過した管

路はない。



70

（5）地域下⽔道事業
ア 経営の健全性・効率性

●経常収⽀⽐率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
●数値は 100％を上回っており、健全性が確保できている。

●累積⽋損⾦は、発⽣しておらず健全性は確保できている。

●流動⽐率は、ここ数年増加傾向である。
●数値は 100％を上回っており、短期的な⽀払能⼒は確保され
ている。

●企業債残⾼対事業規模⽐率は、企業債の残⾼がないため対象外

●経費回収率は、ここ数年減少傾向である。
●規模的優位性を⽣かせる公共と⽐較すると、処理区域内⼈⼝が
少なく低い⽔準にある。

●汚⽔処理原価は、ここ数年増加傾向である。
●規模的優位性を⽣かせる公共と⽐較すると、処理区域内⼈⼝が
少なく⾼い⽔準にある。

累積⽋損⾦は発⽣していない

企業債残⾼なし

（汚⽔処理費÷年間有収⽔量）×100
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●施設利⽤率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
※幸穂台浄化センター、⻄川団地汚⽔処理施設、平畑地区汚⽔処
理施設

●⽔洗化率は、ここ数年ほぼ横ばいである。
●これは、下⽔道整備が完了して年⽉が経過しており、新規接続
が少ないためである。

※図中、【↑】は上昇したほうが望ましい指標、【↓】は減少したほうが望ましい指標であることを⽰す。

イ ⽼朽化の状況

●年々、⽼朽化が進んでいるが、法定耐⽤年数を経過した管

路はない。

法定耐⽤年数に達した管路なし

改善等を実施した管路なし
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4 経営戦略の事後検証・更新

本経営戦略で掲げた取組を着実に実⾏するため、ＰＤＣＡサイクルを機能させ、適宜、進捗管
理を⾏いながら検証を⾏う。進捗管理と検証に当たっては、経営⽐較分析等により⽬標達成状況
を評価して、実施内容とその効果をチェックし、併せて適切な情報公開に努める。
また、毎年度の進捗管理を実施し、おおむね 4年に 1回を⽬途に⾒直しを検討する。

経営戦略の改定 事業・取組の実施

経営戦略の⾒直し ⽬標・財政収⽀計画
の評価
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5 ⽤語解説

⽤ 語 名 解 説 初出⾴

⽔道 下⽔道

アセット
マネジメント

⽬指すべき⽬標を達成するために、組織にとって潜在的
あるいは実際に価値を持つ資産（設備、⼈材、資⾦等）
を、コスト、リスク及びパフォーマンスの最適なバラン
スを確保しながら、最⼤限の価値を実現するための⼿
法。

23 ―

ＡＩ劣化予測診断
ツール

上下⽔道局の管路情報（ＧＩＳデータ）や事故履歴デー
タ等と環境変数（⼟壌、気候、⼈⼝等）を組み合わせる
ことで、管路の破損確率をＡＩで⾼精度に解析するサー
ビス。⽔道ストックマネジメント計画（令和 2年 4⽉
策定）において決定した優先順位を補完し、選択と集中
による効率的な管路の更新を図る。

10 ―

衛星画像のＡＩ
解析

衛星画像から⽔道⽔の反射特性をＡＩで解析すること
で、漏⽔が発⽣している可能性がある区域を絞り込み、
効率的な漏⽔調査を可能とする技術。

10 ―

汚⽔処理原価

有収⽔量 1㎥当たりの汚⽔処理に要した費⽤。経年⽐較
や類似団体との⽐較等により、適切な⽔準にあるか検討
することが求められる。必要に応じて、投資の効率化や
維持管理費の削減、接続率の向上等の取組が必要であ
る。

― 62

簡易⽔道事業

⽔道事業のうち、計画給⽔⼈⼝が 5，000⼈以下である
ものを、特に簡易⽔道事業という。豊⽥市では、平成
29年 4⽉ 1⽇に 5つの簡易⽔道事業を⽔道事業に統合
した。

3 ―

管渠改善率

当該年度に更新した管路・管渠延⻑の割合を表す指標。
更新ペースや状況が把握可能。明確な数値基準はないが
今後の更新投資の⾒通しを含め、対外的に説明できるこ
とが求められる。 ― 63

改善 ቀ更新・改良・維持ቁ管渠延⻑

下⽔道布設延⻑
× 100【％】
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管渠⽼朽化率

管渠の経年化・⽼朽化の度合いを⽰す指標。
数値が⾼い場合、法定耐⽤年数を経過した管渠を多く保
有しており、管渠の更新等の必要性を⽰している。ま
た、数値が低い場合でも、今後の更新時期を迎える管渠
の増加が⾒込まれるため、事業費の平準化を図り、計画
的かつ効率的な更新に取り組む必要がある。

― 63

法定耐⽤年数を経過した管渠延⻑

下⽔道布設延⻑
× 100【％】

管路経年化率

管路の経年化・⽼朽化の度合いを⽰す指標。
数値が⾼い場合、法定耐⽤年数を経過した管路を多く保
有しており、管路の更新等の必要性を⽰している。ま
た、数値が低い場合でも、今後の更新時期を迎える管路
の増加が⾒込まれるため、事業費の平準化を図り、計画
的かつ効率的な更新に取り組む必要がある。

12 ―

法定耐⽤年数を経過した管路延⻑

管路延⻑
× 100【％】

企業会計

独⽴採算制である地⽅公営企業の財政状況を把握するた
めの会計⽅式で、発⽣主義・複式簿記に基づく予算・決
算制度が採⽤され、貸借対照表などの財務諸表を作成す
るなど、官公庁会計とは⼤きく異なる。

2 2

企業債
地⽅公営企業が事業費の財源として国等から調達する⻑
期の借⼊⾦。

20 42

企業債残⾼対事業
規模⽐率

使⽤料収⼊に対する企業債残⾼の割合であり、企業債残
⾼の規模を表す指標。使⽤料⽔準が類似する団体と⽐較
した場合、⾃団体の置かれる企業債残⾼規模の状況を把
握できる。 ― 61

企業債現在⾼ −⼀般会計負担額

営業費⽤ −（受託⼯事収益＋⾬⽔処理負担⾦）
× 100【％】

基準外繰⼊
事業収⽀の⾚字補塡など、総務省の繰⼊基準に記載のな
い資⾦を繰り⼊れること。

22 44
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給⽔原価
⽔量 1㎥を⽣産・供給するのに必要な費⽤。⼈件費・減
価償却費・動⼒費等の経常費⽤を有収⽔量で除した値。

18 ―

給⽔⼈⼝ ⽔道事業等で⽔道⽔の供給対象となっている⼈⼝。 3 ―

供給単価
⽔量 1㎥当たりの売値。給⽔収益の総額を有収⽔量で除
した値。

18 ―

経営⽐較分析表

地⽅公営企業の経営の状況や施設の状況等の各種指標を
経年的にグラフ形式で⽰したもの。経年⽐較や他団体と
の⽐較分析によって、経営の現状や課題を把握すること
ができる。

10 61

計画給⽔⼈⼝
⽔道事業の認可を受けた事業計画書に記載された給⽔⼈
⼝を⽰す。

3 ―

経常収⽀⽐率

料⾦収⼊（使⽤料収⼊）や⼀般会計からの繰⼊⾦等の収
益で、維持管理費や⽀払利息等の費⽤をどの程度賄えて
いるかを表す指標。⿊字を⽰す 100％以上となることが
求められ、100％未満の場合、経営改善に向けた取組が
必要となる。 34 61

経常収益

経常費⽤
× 100【％】

経費回収率

汚⽔処理に係る費⽤がどの程度下⽔道使⽤料の収益で賄
えているかを表した指標。回収率が 100％を下回ってい
る場合は適切な使⽤料収⼊の確保が必要。

― 2
下⽔道使⽤料

汚⽔処理費（公費負担分を除く）
× 100【％】

減価償却費

⼟地を除く建物、備品、⾞両運搬具などの有形固定資産
や施設利⽤権、ソフトウェアなどの無形固定資産の価値
は、時の経過等に伴い減少するため、会計上の 1期間に
おいて、費⽤として計上される当該固定資産の減少分の
⾦額。

12 37
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公共下⽔道

主として市街地における下⽔を排除⼜は処理するために
市町村が管理する下⽔道。広義では特定環境保全公共下
⽔道及び特定公共下⽔道も含み、狭義ではこれらは含ま
ない。豊⽥市では、狭義の公共下⽔道と特定環境保全公
共下⽔道がある。

― 36

再⽣可能
エネルギー

太陽光や⽔⼒・⾵⼒、地熱といった地球資源の⼀部など
常に存在する資源が枯渇しないエネルギー。

32 ―

最低運転資⾦

1か⽉間の事業運営に当たり、最低限保有しておくべき
資⾦。⽔道事業の経営戦略においては、平成 27年から
令和元年において、1か⽉間で最も⽀出した額を基準と
した。

24 ―

施設能⼒
浄⽔施設の 1⽇当たりの配⽔能⼒。⽔道⽤⽔供給事業者
から受⽔している⽔道事業者では、申込み受⽔量を含
む。

7 ―

施設利⽤率

施設の⼀⽇に対応可能な処理能⼒に対する、⼀⽇平均処
理⽔量の割合であり、施設の利⽤状況や適正規模を判断
する指標。⼀般的には⾼い数値であることが望ましい。

7 62

【⽔道】

⼀⽇平均配⽔量

配⽔能⼒
× 100【％】

【下⽔道】

晴天時⼀⽇平均処理⽔量

晴天時現在処理能⼒
× 100【％】

収益的収⽀
事業年度の企業の経営活動に伴い発⽣が予定される全て
の収益とそれに対応する全ての費⽤をいう。

24 44

ＧＸ

グリーン・トランスフォーメーションの略。化⽯燃料な
どの温室効果ガスの排出原因となっているエネルギー源
から、脱炭素ガスや太陽光・⾵⼒発電といった再⽣可能
エネルギーに転換すること。

32 45
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受⽔費
⽔道⽤⽔供給事業者から供給を受ける⽤⽔などの受⽔に
要する費⽤。本市は愛知県営⽔道から受⽔している。

28 ―

⽔洗化率
現在処理区域内⼈⼝に対して、⽔洗便所を設置して汚⽔
処理をしている⼈⼝の割合。⾼いほど望ましい。

― 62

⽔道事業
⽔道によって⽔を供給する事業のうち、計画給⽔⼈⼝が
100⼈を超えるもの。

1 ―

⽔道ストック
マネジメント計画

⽼朽化対策の推進を図るため、本市の⽔道事業が現在保
有する⽔道の総資産と今後の更新需要を把握し、⽔道施
設の維持（保守、点検、調査、診断）と改築（更新⼜は
⻑寿命化）の更新ピークを平準化し、⻑期的な更新計画
として令和 2年 4⽉に策定したもの。今後約 40年間の
整備投資額及び整備⽅針を掲げ、効率的に⽼朽化対策に
取り組むためのもの。

7 ―

⽣活⽤原単位
1⼈あたりの 1⽇の⽔道⽔使⽤⽔量の推計値のこと。こ
の数値を基に、料⾦収⼊の推計や施設規模の検討などを
⾏う。

4 ―

総務省類似区分

公営企業に関する経営⽐較分析表の記載項⽬の⼀つで、
⽔道事業を給⽔形態及び現在給⽔⼈⼝規模により分類し
たもの。本市はＡ1（⼈⼝ 30万⼈以上の末端給⽔事
業）に該当する。事業別同規模団体区分ともいう。

11 ―

地⽅公営企業

地⽅公共団体が住⺠の福祉の増進を⽬的として経営する企
業。企業として合理的、能率的な経営が求められ、租税で
はなく提供するサービス等の対価である料⾦収⼊によって
運営される。
地⽅公営企業法により上⽔道、鉄道、電気、ガス等の事業
は、地⽅公営企業として運営することが義務付けられてい
る。また、その他の事業でも条例により任意で地⽅公営企
業として運営することができ、本市の下⽔道事業はこれに
該当する。
⼀般会計が現⾦主義・単式簿記⽅式を採っているのに対し
て、地⽅公営企業は企業会計⽅式により経理が⾏われる。

3 62
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⻑期前受⾦
（戻⼊）

償却資産の取得⼜は改良に伴い交付される補助⾦等につい
て「⻑期前受⾦」として負債に計上し、償却資産の減価償
却費に合わせて毎事業年度「⻑期前受⾦戻⼊」として収益
化する。

29 49

内部留保資⾦
減価償却費などの現⾦⽀出を伴わない⽀出や収益的収⽀に
おける利益によって、企業内に留保される⾃⼰資⾦のこ
と。

6 46

発⽣主義
経済活動の発⽣という事実に基づいて会計記録を⾏う⽅
法。

2 ―

ＰＤＣＡサイクル

業務プロセスの管理⼿法の⼀つで、Ｐｌａｎ（計画）→Ｄ
ｏ（実⾏）→Ｃｈｅｃｋ（評価）→Ａｃｔｉｏｎ（改善）
の 4段階を繰り返すことによって、継続的に過程を改善し
ていく⼿法。

72 ―

複式簿記

⼀般的に企業などで⽤いられている会計記録の⽅式で、料
⾦収⼊や各種費⽤の⽀払いなどを、原因と結果の両⾯から
記録する⽅法。
（例）⽔道料⾦の受領

原因︓給⽔収益の増加、結果︓現⾦の増加

2 ―

分流式
汚⽔と⾬⽔を別々の管渠に集めて排除する⽅式。対して、
汚⽔と⾬⽔を同⼀の管渠で排除する⽅式を合流式という。
分流式の⽅が公共⽤⽔域の⽔質保全効果が⾼い。

― 36

法定耐⽤年数
法律で定められた施設や管路の耐⽤年数。施設の更新計画
を策定する基準となるほか、減価償却費の計算にも⽤いら
れる。

7 40

⽬標耐⽤年数
法定耐⽤年数ではなく、本市独⾃に設定した耐⽤年数。こ
れまでの施設管理の中で得られた知⾒、他⾃治体の事例及
び各種技術資料等を参考に設定したもの。

7 ―

有収⽔量 ⽔道料⾦や下⽔道使⽤料の徴収の対象となった⽔量 3 37
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有収率

供給した⽔量のうち料⾦対象となり、収⼊になった⽔量
（有収⽔量）と総配⽔量の割合。この値が低い場合、メー
ターが感知できない⽔量や漏⽔等の料⾦対象にならない⽔
量が多く発⽣していることを⽰しており対策が必要であ
る。 13 ―

有収⽔量

総配⽔量
× 100【％】

予防保全
設備に故障などが発⽣しないよう、定期的に点検やメンテ
ナンスなどの対応を⾏うこと。設備に異常が発⽣してから
対応する事後保全と区別された考え⽅である。

7 ―

流域関連公共下⽔
道

市町村が管理する下⽔道のうち、流域下⽔道に接続するも
の。豊⽥市では、公共下⽔道と特定環境保全公共下⽔道の
⼀地区が流域関連公共下⽔道である。

― 36

流域下⽔道
2以上の市町村からの下⽔を受け処理するための下⽔道
で、下⽔を最終的に処理する終末処理場と管渠からなる。

― 36

流動⽐率

短期的な債務に対する⽀払能⼒を表す指標。⼀般的に
100％以下の場合、1年以内に⽀払うべき債務に対する現
⾦等を有していないことを⽰し、⽀払能⼒を⾼めるための
経営改善を図っていく必要がある。

34 61

流動資産

流動負債
× 100【％】
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